
批

介

評
・
紹

藤
田
勝
久
著

史
記
鞍
園
史
料
の
研
究

τと
口

道

雅
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濁
自
の
資
料
を
豊
富
に
擁
す
る
黙
で
、
戦
闘
史
研
究
に
お
け
る
『
史
記
』
の

潜
在
的
な
資
料
的
債
値
は
な
お
紹
大
だ
が
、
『
竹
書
紀
年
』
と
の
矛
盾
に
よ

り
、
『
史
記
』
験
園
紀
年
が
無
批
剣
に
利
用
し
え
な
い
と
い
う
周
知
の
事
費
に

代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
『
史
記
』
戟
園
部
分
に
は
資
料
摩
的
検
討
が
不
可
紋
で

あ
る
。
と
り
わ
け
一
九
七

0
年
代
以
降
の
中
園
考
古
皐
の
夜
展
に
よ
り
、
馬
王

堆
『
戟
園
縦
横
家
書
』

・睡
虎
地
『
編
年
記
』
・
鯵
(
古
堆
『
年
表
』
な
ど
『
史

記
』
原
資
料
の
寅
態
を
窺
わ
せ
る
統
一
秦
か
ら
前
漢
初
年
の
出
土
書
籍
が
弊
佃
持

さ
れ
た
こ
と
は
、
研
究
の
新
展
開
を
契
機
付
け
る
も
の
と
な
っ
た
。

本
書
は
こ
れ
ら
出
土
書
籍
の
分
析
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
所
見
を
積
極
的
に

活
用
す
る
こ
と
で
、
『
史
記
』
戟
園
部
分
の
検
討
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
本

書
の
構
成
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

序
章
『
史
記
』
と
戟
園
史
研
究

第
一
編
戟
園
史
資
料
の
基
礎
的
研
究

第
一
章
『
史
記
』
と
中
園
出
土
書
籍

第
二
章
『
史
記
』
一
一
一
家
注
の
『
竹
書
紀
年
』
仲
伏
文

『
史
記
』
駿
園
紀
年
の
再
検
討
|
陸
虎
地
秦
鮪
『
編
年
記
』
を

手
が
か
り
と
し
て
|

『
史
記
』
戟
園
系
譜
と
『
世
本
』

馬
王
堆
由
巾
室
田
『
戟
園
縦
横
家
書
』
の
構
成
と
性
格

『
戟
園
策
』
の
性
格
に
関
す
る
一
試
論
|
戦
闘
故
事
と
説
話
資

料

|

第
二
編
戦
園
七
園
の
史
料
皐
同
研
究

第
て
章
『
史
記
』
秦
本
紀
の
史
料
的
考
察

第
二
章
『
史
記
』
越
世
家
の
史
料
的
考
察

第
三
章
『
史
記
』
韓
世
家
の
史
料
的
考
察

第
四
章
『
史
記
』
貌
世
家
の
史
料
的
考
察

第
五
重
『
史
記
』
楚
世
家
の
史
料
的
考
察

第
六
一
章
『
史
記
』
燕
世
家
、
田
敬
仲
完
世
家
の
史
料
的
考
察

終

章

史

料

皐
よ
り
み
た
戟
園
七
維
の
地
域
的
特
色

第
一
編
が
『
史
記
』
お
よ
び
そ
の
原
資
料
の
基
礎
的
考
察
で
あ
り
、
第
二
編

で
は
こ
れ
を
受
け
て
秦
本
紀
・
六
園
世
家
の
個
別
具
侵
的
分
析
が
試
み
ら
れ
て

い
る
。 第

軍

第
四
章

第
五
章

第
六
章

- 65ー

越
世
家
の
越
年
代
記
利
用
を
唯
一
の
例
外
と
し
て
、
秦
以
外
の
年
代
記
が

『
史
記
』
編
纂
に
利
用
さ
れ
た
可
能
性
は
な
い
。
周
本
紀
・
世
家
を
秦
本
紀
と

比
較
し
た
場
合
に
た
だ
ち
に
看
取
さ
れ
る
記
述
の
貧
困
さ
は
諸
園
年
代
記
の
利

用
を
否
定
す
る
。
六
園
年
表
序
の
『
秦
記
』
以
外
の
「
諸
侯
史
記
」
淫
滅
と
い

う
謹
言
は
考
察
の
基
準
と
な
る
。
『
史
記
』
戟
園
部
分
の
編
纂
過
程
に
つ
い
て

は
、
秦
年
代
記
の
寅
態
と
そ
の
利
用
の
経
緯
が
最
重
要
の
検
討
課
題
と
な
る
。
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本
書
第
一
編
第
三
草
は
こ
の
問
題
を
扱
う
。

司
馬
溢
は
六
園
年
表
の
序
文
で
述
べ
て
い
る
「
秦
記
」
〈
秦
閣
の
記
録
)

の
秦
紀
年
に
よ
っ
て
秦
本
紀
を
作
成
し
、
つ
ぎ
に
秦
園
関
係
の
記
事
を
他

図
年
表
に
分
散

・
縛
潟
し
て
六
園
年
表
を
作
成
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ

し
て
さ
ら
に
司
馬
遜
は
、
こ
の
六
園
年
表
で
得
ら
れ
た
戦
園
紀
年
を

『
史

記
』
世
家
の
戟
図
紀
年
と
し
て
利
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
三
二

O

頁
)

は
、
『
史
記
』
戦
闘
部
分
編
纂
に
関
す
る
本
書
の
基
本
的
見
解
だ
が
、
先
ず
第

一
に
、
秦
本
紀
・
六
園
年
表
の
原
資
料
を
同

一
視
す
る
こ
と
は
、
同
一
の
事
件

を
異
な
っ
た
年
夫
に
繋
け
る
事
例
や
、
事
件
の
記
載
内
容
が
矛
盾
す
る
事
例
に

よ
っ
て
た
だ
ち
に
否
定
さ
れ
る
。
秦
本
紀
編
纂
後
、
『
秦
記
』
が
獲
得
さ
れ
六

盛
年
表
編
纂
に
利
用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
。
秦
本
紀

・
六
園
年
表
の
矛
盾
に

つ
き
、
本
軍
は
、

策
本
紀
の
誤
り
が
後
世
の
誤
穏
だ
け
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
侮
本

過
程
に
お
い
て
す
で
に
錯
簡
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
(
一
一
四

頁
)

と
、
錯
簡

・
誤
寓
に
よ
る
説
明
を
図
る
が
、

一
般
的
に
あ
り
う
る
錯
誤
に
基
づ

く
説
明
は
、
矛
盾
が
秦
本
紀

・
六
園
年
表
の
聞
に
限
っ
て
甚
だ
し
く
出
現
す
る

と
い
う
事
質
に
適
合
し
な
い
。
第
二
に
、
六
園
年
表
↓
世
家
の
一
般
的
先
後
関

係
も
、
現
行
の
世
家

・
六
園
年
表
を
比
絞
し
た
場
合
に
看
取
さ
れ
る
、
世
家
↓

六
図
年
表
の
先
後
が
確
言
さ
れ
る
事
例
を
考
慮
す
れ
ば
、
や

は
り
成
立
し
な

い
。
『
秦
記
』
↓
原
六
園
年
表
↓
世
家
↓
現
行
六
園
年
表
な
る
編
纂
過
程
が
推

定
さ
れ
る
。
第
三
に
、
本
書
は
、

秦
園
の
記
録
に
、
策
閣
の
事
件
と
一
絡
に
他
図
玉
の
卒
と
新
王
の
即
位
が

記
し
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
他
園
年
表
の
復
元
が
可
能
で
あ
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
一
一
一
頁
〉

と
、
六
園
年
表
の
秦
以
外
の
諸
図
紀
年
(
園
君
在
位
年
代
)
復
元
の
材
料
と
し

て
、
『
秦
記
』
の
義
卒
記
事
を
想
定
す
る
。
一
一
一

O
頁
の
「
こ
の
六
園
年
表
で

得
ら
れ
た
戦
園
紀
年
を
」
云
々
は
こ
れ
を
指
す
が
、
『
史
記
』
貌
紀
年
の
甚
だ

し
い
混
飢
に
も
関
わ
ら
ず
、
い
く
つ
か
の
事
件
の
紹
針
年
代
が
『
竹
書
紀
年
』

よ
り
推
算
さ
れ
る
そ
れ
に
一
致
す
る
と
い
う
周
知
の
事
質
は
、
『
秦
記
』
の
紹

封
年
代
停
承
の
一
般
的
な
正
確
さ
を
明
示
す
る
と
同
時
に
、

『
秦
記
』
に
も
少

な
く
と
も
部
分
的
に
含
ま
れ
、
同
様
に
正
確
な
年
次
を
偲
承
し
た
は
ず
の
貌
君

莞
卒
一
記
事
が
、
貌
紀
年
復
元
に
基
本
的
に
利
用
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
。

秦
の
隣
園
た
る
貌
の
記
事
さ
え
利
用
さ
れ
ぬ
以
上
、
諸
園
紀
年
の
材
料
に
『
秦

記
』
を
一
般
的
に
想
定
す
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
。
原
六
図
年
表
の
諸
園

紀
年
は
、
僻
見
古
堆
『
年
表
』
乙
種
の
如
き
、
玉
名

・
年
数
を
連
ね
た
王
名
表
が

利
用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
。

本
書
第
二
編
第
一
議
は
、
秦
本
紀
を
素
材
に
『
秦
記
』
の
具
鎧
像
を
追
究
す

る
。
六
園
年
表
序
の
『
秦
記
』
が
秦
本
紀
に
も
利
用
さ
れ
た
と
す
る
想
定
自
践

す
で
に
支
持
で
き
な
い
が
、
秦
本
紀
が
利
用
し
た
秦
年
代
記
に
関
わ
る
分
析
と

し
て
讃
み
替
え
る
に
し
て
も
、
な
お
い
く
つ
か
の
疑
義
を
呈
せ
ざ
る
を
得
な

い
。
例
え
ば
、
文
公
期
の
記
述
に
つ
き
、

文
公
時
代
の
記
載
内
容
は
、
秦
園
の
征
伐
・
祭
把
な
ど
の
資
料
に
偏
っ
て

お
り
、
そ
れ
は
後
世
の
大
事
記
の
よ
う
に
他
閣
の
記
事
を
ふ
く
む
政
治
全

般
の
資
料
で
は
な
い
。
(
二
五
六
頁
)

と
し
た
上
で
、
秦
本
紀
・
封
調
書
の
祭
紀
関
係
記
事
の

「
類
似
」
か
ら
、
こ
の

部
分
が
「
史
」
「
太
史
」
の

「本
来
は
祭
杷
に
か
か
わ
る
記
事
に
限
定
さ
れ

て
」
〈
二
五
七
頁
)
い
た
と
論
ず
る
。
秦
本
紀
の
記
述
を
原
資
料
の
そ
れ
と
質

質
的
に
同
一
視
す
る
も
の
だ
が
、
こ
の
部
分
が
秦
本
紀
に
属
す
る
以
上
賞
然
あ

- 66-
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り
え
た
は
ず
の
編
纂
段
階
に
お
け
る
記
事
選
揮
(
他
園
の
記
事
の
排
除
〉
の
可

能
性
が
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
魯
世
家
が
春
秋
経
俸
を
丸
篤
し
し
た
も
の
で
は

な
い
こ
と
を
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。
秦
本
紀
・
封
調
書
の
祭
杷
記
事
に
し
て

も
、
秦
本
紀
が
「
上
帯
一
」
と
す
る
褒
公
の
祭
紀
封
象
を
封
調
書
が
「
白
脅
」
に

作
る
よ
う
に
、
封
調
書
に
は
五
行
設
に
基
づ
く
後
代
的
な
潤
色
が
施
さ
れ
て
い

る
。
看
取
す
べ
き
は
「
類
似
」
よ
り
む
し
ろ
相
濯
で
あ
る
。
こ
こ
で
指
摘
す
べ

き
は
、
秦
本
紀
が
利
用
し
た
原
資
料
が
さ
ら
に
、

孝
公
の
時
代
か
ら
、
し
だ
い
に
王
園
と
し
て
の
機
構
と
記
録
の
整
備
が
な

さ
れ
、
そ
れ
が
悪
文
王
の
時
代
に
い
た
っ
て
、
質
質
的
な
紀
年
資
料
が
充

質
し
て
ゆ
く
こ
と
に
結
び
つ
い
て
い
る
(
二
五
九
頁
)

と
、
秦
の
質
際
の
記
録
と
寅
質
的
に
同
一
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
想
起

さ
る
べ
き
は
、
『
史
記
』
秦
紀
年
の
鐙
公
J
献
公
部
分
に
お
け
る
矛
盾
で
あ

る
。
先
ず
は
『
史
記
』
内
部
の
矛
盾
で
、
盛
公
十
三
年
・
簡
公
十
六
年
・
献
公

二
十
四
年
な
る
秦
本
紀
の
年
数
を
、
六
園
年
表
・
秦
始
皇
本
紀
附
裁
玉
名
表
は
、

鐙
公
十
年
・
簡
公
十
五
年
・
献
公
二
十
三
年
に
作
る
。
本
章
は
こ
れ
ら
を
「
秦

本
紀
の
課
篤
」
(
一
一
一
一
一一
一
一
頁
)
と
簡
単
に
片
付
け
る
。
確
か
に
、
秦
本
紀
を
引

用
す
る
『
加
府
元
箱
』
が
十
年
に
作
る
鐙
公
十
三
年
に
は
、
後
代
的
な
誤
寓
を

確
認
で
き
る
が
、
王
統
繁
更
を
伴
っ
た
筒
公
・
献
公
卸
位
に
つ
い
て
は
、
年
内

改
元
(
年
数
の
一
年
増
加
〉
が
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
『
竹
書
紀

年
』
に
よ
れ
ば
、
『
史
記
』
秦
紀
年
は
抑
も
「
敬
公
」
一
代
を
紋
く
不
完
全
な

も
の
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
事
貨
は
、
『
史
記
』
の
利
用
し
た
複
数
の
秦
年
代
記

が
い
ず
れ
も
統
一
秦
滅
亡
後
の
二
次
的
編
纂
物
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
を
明
示

す
る
。越

世
家
は
越
年
代
記
な
ど
の
越
系
資
料
を
利
用
す
る
。
「
諸
侯
史
記
」
浬
滅

な
る
六
園
年
表
序
が
謹
言
す
る
一
般
的
朕
況
に
到
す
る
唯
一
の
例
外
で
あ
る
。

『
史
記
』
が
越
系
資
料
を
特
に
利
用
し
え
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
司
馬
談
が
越

人
鴻
氏
よ
り
得
た
も
の
と
顧
領
剛
が
す
で
に
推
定
し
て
い
る
(
「
司
馬
談
作

史
」
、
『
史
林
雑
識
初
編
』
、
中
華
書
局
、
一
九
六
三
)
。
越
世
家
を
扱
う
本
書

第
二
編
第
二
章
は
、
「
越
紀
年
は
圏
内
の
情
報
が
聾
富
な
記
録
で
あ
り
、
個
人

の
情
報
に
よ
る
紀
年
資
料
と
は
お
も
わ
れ
ず
」
(
三

O
六
頁
)
と
顧
設
を
退
け

る
が
、
魯
年
代
記
た
る
春
秋
綬
俸
が
武
一
帝
の
博
士
官
設
置
以
前
に
民
間
(
個

人
)
に
停
承
さ
れ
、
秦
年
代
記
た
る
隆
虎
地
『
編
年
記
』
が
腐
吏
級
の
人
物
に

副
葬
さ
れ
た
こ
と
を
想
起
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
越
世
家
が
利
用
し
た
越
年
代
記

も
、
一
年
一
、
二
事
程
度
の
極
く
簡
略
な
も
の
で
あ
り
、
租
父
が
越
勝
、
父
が

代
相
で
あ
っ
た
宮
崎
麿
の
家
系
が
俸
承
し
て
も
何
ら
不
思
議
は
な
い
。
本
一章
は
、

越
年
代
記
が
、
「
郡
部
で
生
ま
れ
越
政
と
名
の
っ
て
い
た
、
の
ち
の
秦
始
皇
帝

に
か
か
わ
る
資
料
と
し
て
保
存
さ
れ
た
」
(
三

O
五
頁
)
と
濁
自
の
見
解
を
提

示
す
る
が
、
そ
の
行
論
に
は
疑
義
を
呈
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
秦
始
皇
本
紀
「
名

信
用
政
、
姓
趨
氏
」
に
つ
い
て
、

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
生
ま
れ
た
子
が
嘗
初
、
『
世
本
』
と
同
じ
よ

う
に
「
越
政
」
と
名
の
り
、
越
氏
を
姓
と
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

は
始
皇
帝
一
と
、
郁
榔
に
住
む
母
方
の
一
族
と
の
関
係
を
示
し
て
い
る
。

(
二
九
八
頁
〉

と
あ
る
。
「
『
世
本
』
と
同
じ
よ
う
に
」
云
々
は
、
邦
洋
林
輯
本
「
秦
始
皇
政

生
於
越
、
故
日
越
政
、
(
史
秦
始
皇
本
紀
正
義
)
」
に
基
づ
く
が
、
『
世
本
』

の
文
は
、
貸
は
正
義
で
は
な
く
索
隠
「
系
本
作
政
、
叉
生
於
越
、
故
日
趨
政
、

一
日
秦
輿
越
同
組
、
以
抽
岨
城
震
紫
、
故
姓
越
氏
」
の
傍
貼
部
「
政
」
だ
け
で
あ

り
、
「
生
於
越
、
故
田
趨
政
」
は
索
爆
の
文
で
あ
る
。
姉
洋
林
の
誤
認
で
あ

る
。

「
越
政
」
に
つ
い
て
も
、
索
隠
は
越
で
出
生
し
た
た
め
、
秦
は
越
と
同
租

で
も
と
も
と
趨
氏
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
設
を
提
示
す
る
の
み
で
、
始
皇
の
母
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が
趨
氏
で
あ
っ
た
と
は
見
え
な
い
。
秦
本
紀
「
以
造
父
之
館
、
皆
蒙
越
城
、
姓

趨
氏
」
を
想
起
す
れ
ば
、
始
皇
本
紀
「
姓
越
氏
」
は
秦
越
同
租
設
に
基
づ
く
も

の
と
な
る
。
さ
ら
に
「
柏
崎
政
」
を
始
皇
幼
時
の
自
穏
と
す
る
根
強
も
見
出
せ
な

越
世
家
が
利
用
し
た
越
年
代
記
も
、
越
の
記
録
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
二
次

的
編
纂
物
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
組
世
家
粛
侯
二
十
三
年
(
前
三
二
七
)
「
二
十

三
年
、
拍
牌
犠
興
稿
用
・
貌
戦
、
死
子
桑
丘
」
の
韓
翠
敗
戦
を
『
竹
書
紀
年
』
は
、

貌
惑
玉
後
元
十
年

・
緯
威
王
(
宣
惑
王
)
八
年
(
前
三
二
五
)
に
繋
け
る
。
こ

れ
は
、
越
年
代
記
編
纂
の
際
に
、
玉
名
表
の
粛
侯
の
年
数
二
十
四
年
と
、
事
件

本
来
の
年
次
二
十
五
年
と
が
矛
盾
し
た
た
め
、
「
二
十
五
」
の
「
五
」
を
「
一
一
亡

の
誤
潟
と
解
緯
し
、
二
十
三
年
に
繋
け
な
お
し
た
も
の
で
あ
る
。
繭
侯
二
十
四

年
の
年
数
は
、
越
の
記
録
本
来
の
年
内
改
元
に
基
づ
く
繭
侯
二
十
五
年
H
H武
盤

王
元
年
が
、
停
承
過
程
で
脱
洛
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
作
業
は
、
『
史
記
』
以

前
の
段
階
で
す
で
に
行
わ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
韓

表
が
宣
惑
玉
八
年
(
前
三
二
五
)
に
「
貌
敗
我
韓
穆
」
を
繋
け
る
よ
う
に
、
『
史

記
』
は
原
六
園
年
表
作
成
の
段
階
で
、
相
騨
胞
争
を
抽
梓
絡
と
誤
認
す
る
一
方
で
、
本

来
の
年
衣
た
る
前
三
二
五
年
は
そ
の
ま
ま
保
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
原
六
園

年
表
の
参
照
が
明
白
な
趨
世
家
編
纂
に
お
い
て
、
韓
穆
敗
戦
に
関
す
る
全
く
異

な
っ
た
解
緯
に
基
つ
く
年
次
第
更
が
行
わ
れ
た
と
は
考
え
が
た
い
。
粛
侯
二
十

三
年
へ
の
繋
属
が
越
世
家
編
纂
以
前
に
な
さ
れ
、
越
世
家
が
こ
れ
を
無
批
判
に

採
録
し
た
こ
と
を
強
〈
示
唆
す
る
。
越
世
家
が
利
用
し
た
越
年
代
記
が
二
次
的

編
築
物
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
そ
の
編
纂
は
、
前
漢
初
年
の
越
地
で
な
さ
れ
た

も
の
と
な
ろ
う
。
代
王
で
あ
っ
た
文
帯
一
即
位
を
契
機
と
す
る
越
人
の
宮
中
進
出

(
鴻
麿
登
用
も
そ
の
一
環
で
あ
る
〉
が
、
司
馬
氏
の
越
年
代
記
獲
得
を
可
能
に

し
た
こ
と
は
容
易
に
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
経
緯
に
秦
始
皇
の
介
在
す
る
徐
地
は

p
h

、。

φ
ん
-suv『

春
秋
』
『
竹
書
紀
年
』
が
魯
や
菅

・
貌
の
直
接
関
輿
し
な
い
記
事
を
含
む

よ
う
に
、
『
秦
記
』
も
ま
た
秦
が
直
接
関
輿
し
な
い
記
事
を
含
む
も
の
で
あ
っ

た
。
原
六
図
年
表
編
纂
に
つ
い
て
は
、
先
ず
『
秦
記
』
の
秦
紀
年
と
玉
名
表
の

諸
園
紀
年
に
基
づ
く
共
観
年
表
作
成
、
『
秦
記
』
の
記
事
の
分
配
と
い
う
過
程

が
想
定
さ
れ
る
。
上
掲
「
貌
敗
我
韓
傘
」
は
、
越
表
に
置
く
べ
き
も
の
を
韓
患

を
稼
賂
と
誤
認
し
、
緯
表
に
置
い
た
も
の
で
あ
る
。

六
閤
年
表
の
秦
以
外
の
諸
閣
の
記
事
に
つ
き
、
本
書
第
一
編
第
三
一章
は
、

六
園
年
表
に
は
、
直
接
的
に
秦
園
と
の
交
渉
を
示
す
記
事
以
外
の
事
項
も

存
在
す
る
が
、
そ
の
事
項
は
秦
園
に
お
い
て
も
重
要
な
一
意
味
を
も
っ
各
園

の
大
事
に
限
ら
れ
、
秦
園
に
お
い
て
も
知
り
う
る
情
報
で
あ
っ
た
と
推
測

さ
れ
る
。
(
一
一

O
l
-
-
一
頁
〉

と
す
る
。
「
重
要
な
一意
味
を
も
っ
」
「
知
り
う
る
」
は
、
有
数
性
の
乏
し
い
枠

組
み
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
「
重
要
な
意
味
」
の
有
無
な
ど
明
白
に
は
剣
断

し
え
な
い
。
「
知
り
う
る
」
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、

秦
始
皇
本
紀
「
二
十
二

年
、
王
賞
攻
貌
、
引
河
幣
滋
大
梁
、
大
梁
城
域
、
其
王
詩
降
、
重
取
其
地
」

は
、
秦
自
身
が
「
知
り
う
る
」
材
料
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
貌
世
家
論
賛
の
、

太
史
公
目
、
吾
適
故
大
梁
之
盤
、
趨
中
人
目
、
秦
之
破
梁
、
朴
骨
骨
骨
骨

大
梁
、
三
月
城
壊
、
王
請
降
、
途
滅
貌
、

と
の
表
現
の
共
有
か
ら
、
こ
れ
が
秦
自
身
の
記
録
で
は
な
く
、
太
史
公
採
集
の

口
碑
に
由
来
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
事
例
は
、
「
知
り
う
る
」
の
無

数
性
を
雄
癖
に
物
語
る
。
個
々
の
記
事
の
内
容
だ
け
を
孤
立
的
に
採
り
上
げ

て
、
そ
れ
を
第
一
次
的
に
記
録
し
た
園
を
特
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

六
園
世
家
を
扱
っ
た
本
書
第
二
編
で
は
、
韓
世
家
に
「
韓
の
紀
年
資
料
」
〈
一
一
一

二
三
頁
〉
、
貌
世
家
に
「
系
譜
資
料
に
附
随
す
る
情
報
」
(
一
三
ハ

O
頁
)
、
燕
世
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家
に
「
燕
系
譜
に
叫
附
随
す
る
大
事
」
(
四
=
二
頁
〉
、
回
世
家
に
「
断
片
的
な
萎

斉
の
大
事
記
」
(
四
四
五
頁
〉
「
あ
る
い
は
魯
を
中
心
と
す
る
記
事
」
(
四
四

六
頁
)
な
ど
、
秦
年
代
記
(
お
よ
び
越
年
代
記
〉
以
外
の
材
料
を
『
史
記
』
が

利
用
し
た
と
す
る
が
、
い
ず
れ
も
六
圏
年
表
に
見
え
る
こ
れ
ら
の
記
事
が
『
秦

記
』
に
由
来
し
な
い
誼
嬢
は
な
く
、
六
圏
年
表
序
の
「
諸
侯
史
記
」
淫
滅
と
い

う
謹
言
を
傘
重
す
る
限
り
成
り
立
た
な
い
主
張
で
あ
る
。
特
に
「
致
内
部
に
か

か
わ
る
記
述
」
〈
三
五
九
頁
〉
と
さ
れ
る
貌
世
家
武
侯
二
年
(
前
三
八
五
)

「
域
安
邑
・
玉
垣
」
・
恵
王
十
五
年
(
前
三
五
六
)
「
魯
・
衛
・
宋
・
鄭
君
来

朝
」
は
、
『
竹
書
紀
年
』
武
侯
十
一
年
(
前
三
八
五
)
・
恵
王
十
四
年
(
前
三

五
六
〉
に
も
同
じ
内
容
が
見
え
、
致
世
家
の
繋
年
は
紹
削
到
年
代
は
正
し
い
が
、

貌
君
の
年
次
と
し
て
は
誤
っ
て
い
る
。
『
史
記
』
が
獲
得
し
た
段
階
で
貌
紀
年

に
従
わ
な
か
っ
た
こ
と
を
明
示
す
る
。
こ
れ
ら
濁
自
資
料
の
想
定
は
、
秦
が
直

接
関
輿
し
な
い
「
致
内
部
に
か
か
わ
る
記
述
」
や
、
「
東
方
諸
箇
と
の
関
係
を

記
す
」
(
三
一
一
一
一
一
頁
〉
記
事
は
、
秦
に
と
っ
て
「
重
要
な
意
味
を
も
た
ず
」

「
知
り
え
な
い
」
と
い
う
剣
断
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
「
重
要
な
意
味
」
「
知
り

う
る
」
の
無
数
性
は
上
述
の
如
く
で
あ
る
。
こ
の
剣
断
は
、
一
方
で
は
『
秦

記
』
を
賞
質
的
に
秦
の
賃
際
の
記
録
と
同
一
視
す
る
こ
と
に
も
支
え
ら
れ
て
い

る
が
、
上
述
の
如
く
『
秦
記
』
は
前
漢
以
降
の
二
夫
的
編
纂
物
で
あ
り
、
従
っ

て
秦
以
外
の
諸
図
年
代
記
に
由
来
す
る
記
事
の
採
録
は
蛍
然
珠
測
さ
れ
る
。
上

掲
の
『
竹
書
紀
年
』
に
近
似
す
る
貌
世
家
・
貌
表
の
記
事
な
ど
は
、
貌
年
代
記

か
ら
『
秦
記
』
に
採
録
さ
れ
た
も
の
に
相
違
な
い
。
『
秦
記
」
の
秦
紀
年
か
ら

『
史
記
』
の
段
階
で
再
び
貌
紀
年
に
換
算
さ
れ
た
が
、
そ
の
貌
紀
年
が
基
づ
く

貌
王
名
表
が
錯
誤
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
俵
に
特
定
の
記
事
が
秦
に
と
っ
て

「
重
要
な
意
味
を
も
た
ず
」
「
知
り
え
な
い
」
こ
と
が
透
明
で
き
た
と
し
て

も
、
そ
の
こ
と
は
『
秦
記
』
以
外
の
材
料
の
利
用
を
意
味
す
る
こ
と
に
は
な
ら

な
い
。
原
資
料
を
想
定
す
る
場
合
は
よ
り
包
括
的
な
も
の
ほ
ど
有
数
性
が
高

い
。
『
秦
記
』
の
俵
構
さ
れ
た
属
性
に
合
わ
な
い
記
事
に
一
々
濁
自
資
料
を
想

定
す
る
な
ら
ば
、
最
後
に
は
記
事
ご
と
に
原
資
料
が
異
な
る
と
い
っ
た
無
意
味

な
結
論
に
陥
り
か
ね
な
い
。

貌
世
家
を
扱
っ
た
本
書
第
二
編
第
四
章
の
、
「
東
方
に
進
出
す
る
武
侯
・
恵

王
期
に
は
趨
紀
年
が
多
く
な
り
」
(
三
五
八
頁
)
に
も
同
様
の
疑
義
を
呈
し
う

る
。
秦
が
直
接
関
興
せ
ず
、
越
関
係
の
記
事
が
多
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
を

「
越
の
情
報
に
よ
る
も
の
」
(
三
五
六
頁
〉
と
す
る
が
、
秦
が
関
興
せ
ず
、
越

に
関
わ
る
記
事
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
『
秦
記
』
に
由
来
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
は

な
ら
な
い
。
む
し
ろ
注
目
す
べ
き
は
、
越
世
家
が
成
侯
五
年
(
前
三
七

O
)
に

繋
け
る
僚
の
融
制
を
、
貌
世
家
が
恵
王
二
年
(
前
三
六
九
)
に
繋
け
る
な
ど
の
矛

盾
で
あ
り
、
貌
世
家
の
越
関
係
記
事
が
越
年
代
記
と
は
別
個
の
来
源
、
す
な
わ

ち
『
秦
記
』
に
由
来
す
る
こ
と
を
明
示
す
る
。
「
貌
世
家
に
は
記
述
さ
れ
て
い

な
い
貌
関
係
の
記
載
が
、
な
お
越
世
家
に
い
く
つ
か
み
え
る
こ
と
」
(
三
五
六

頁
)
も
、
著
者
の
-
評
債
と
は
逆
に
、
貌
世
家
が
越
年
代
記
を
基
本
的
に
参
照
し

て
い
な
い
こ
と
を
む
し
ろ
傍
設
す
る
。

- 69ー

『
史
記
』
の
原
資
料
に
は
、
系
譜
と
王
名
表
が
あ
る
。
系
譜
は
園
君
の
諮
・

先
君
と
の
績
柄
を
、
玉
名
表
は
園
君
の
設
・
年
数
を
基
本
的
な
要
件
と
す
る
。

秦
始
皇
本
紀
附
載
玉
名
表
「
裏
公
立
、
享
園
十
二
年
、
:
:
:
生
文
公
」
の
如
く

雨
者
が
複
合
す
る
材
料
も
あ
る
が
、
『
史
記
』
は
基
本
的
に
系
譜
・
玉
名
表
を

個
別
に
嬰
得
し
、
本
紀
・
世
家
編
纂
段
階
で
こ
れ
ら
を
結
合
し
て
い
る
。
例
え

ば
、
秦
本
紀
に
「
女
防
生
努
泉
、
芳
泉
生
太
九
、
太
九
生
大
路
、
大
験
生
非

子
」
と
あ
り
、
非
子
〈
秦
蔵
〉
の
事
績
を
記
し
た
の
ち
、
「
秦
鼠
生
秦
侯
、
秦
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侯
立
十
年
、
卒
、
生
公
伯
、
公
伯
立
三
年
、
卒
、
生
秦
仲
」
と
綴
く
が
、
「
秦

侯
立
十
年
、
卒
、
生
公
伯
」
が
、
「
秦
侯
生
公
伯
」
に

「
立
十
年
、
卒
」
を
挿

入
し
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
秦
本
紀
の
こ
の
部
分
は
、
少
な
く
と
も
女
防
ま

で
遡
る
「
A
生
B
」
の
畳
間
式
で
一
貫
し
た
系
譜
に
、
秦
侯
以
降
の
王
名
表
の
年

放
を
結
合
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
史
記
』
に
お
け
る
系
譜
の
利
用
は
、
つ
と

に
『
漢
書
』
司
馬
遷
俸
論
賛
が
、
『
世
本
』
採
録
を
推
定
し
て
い
る
。
本
書
第

一
編
第
四
章
は
、
『
史
記
』
戟
園
部
分
が
利
用
し
た
系
譜
と
「
世
本
』
を
扱

う
。
「
各
園
の
系
譜
を
-
記
し
た
資
料
」
を
「
系
譜
資
料
」
と
定
義
す
る
(
一
一
一
一

O
頁
)
が
、
以
下
で
は
不
可
解
な
記
述
に
逢
着
す
る
。
二
二
六
頁
で
は
、
系
譜

資
料
の
三
つ
の
形
態
の
一
つ
と
し
て
、

B
は
、

『
春
秩
』

「
秦
記
」
の
よ
う
な
一
園
の
大
事
紀
年
資
料
で
あ
り
、

こ
こ
で
は
こ
の
外
交
記
事
か
ら
他
閣
の
君
主
系
譜
が
復
元
で
き
る
。

と
あ
る
が
、
『
春
秋
』
は
園
君
の
亮
卒
だ
け
で
、
績
柄
は
記
さ
な
い
。
「
君
主

系
譜
が
復
元
で
き
る
」
は
ず
は
な
い
。
一
一
一
一
七
頁
は
、
後
古
堆
『
年
表
』
乙
種
を

「
複
数
諸
閣
の
系
譜
」
と
す
る
が
、
同
頁
に
「
君
主
の
謡
鋭
と
在
位
年
数
を
記

し
た
譜
牒
の
よ
う
な
も
の
」
と
あ
る
よ
う
に
、
や
は
り
績
柄
を
記
さ
ず
、
「
系

譜
」
で
は
な
い
。
系
譜

・
王
名
表
の
区
別
、
あ
る
い
は
王
名
表
な
る
原
資
料
の

形
態
を
意
識
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
玉
名
表
な
る
原
資
料
の
形
態
を
想
定
す

る
こ
と
は
、
と
り
わ
け
『
史
記
』
戟
圏
紀
年
の
矛
盾
解
明
に
極
め
て
有
数
だ

が
、
「
一
年
前
後
の
紀
年
の
相
違
は
誤
差
の
う
ち
」
(
一
二
七
頁
)
と
さ
れ
る

著
者
に
は
確
か
に
無
用
の
も
の
か
も
し
れ
ぬ
。

「
系
譜
資
料
」
定
義
の
不
確
か

さ
は
、
第
二
編
の
兵
盤
的
作
業
に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
例
え
ば
第

二
編
第
一
章
の
秦
本
紀
分
析
で
は
、

秦
侯
か
ら
以
後
の
記
事
は
、
こ
れ
ま
で
の
古
侍
説
部
分
と
は
異
な
り
、
秦

君
の
在
位
年
数
と
、
若
干
の
記
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
秦
本
紀
に

お
け
る
系
譜
資
料
の
始
ま
り
で
あ
る
。
(
二
三
七
頁
)

と
あ
る
。
上
掲
の
女
防
に
遡
る
系
譜
が
非
子
(
秦
蔵
)
以
下
の
そ
れ
と
一
貫
し

た
書
式
を
も
つ
こ
と
を
無
視
し
て
い
る
。
女
防
J
非
子
の
系
譜
に
つ
い
て
は
、

「秦

・
越
爾
図
に
関
連
す
る
資
料
」
(
二
七

O
頁
)
と
す
る
が
、
秦
越
同
組
設

が
、
越
世
家
が
秦

・
越
の
租
を
輩
擦
の
子
悪
来
・
季
勝
と
す
る
の
に
制
到
し
、
秦

本
紀
で
は
悪
来

・
季
勝
と
は
別
の
輩
廉
の
子
悪
来
革
を
秦
の
租
と
す
る
勲
、

「
ほ
ぼ
同
内
容
」
(
二
八

O
頁
)
と
は
決
し
て
い
え
ず
、
む
し
ろ
越
世
家
編
纂

段
階
で
最
終
的
に
確
定
し
た
こ
と
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

邦
洋
林
の
『
世
本
』
緯
本
を
無
批
剣
に
用
い
る
の
は
危
険
で
あ
る
。
上
掲
の

「秦
始
皇
政
生
於
越
、
放
臼
越
政
」
の
誤
認
の
ほ
か
、

「
鐙
公
立
十
年
」
「
元

献
公
立
二
十
二
年
」
「
武
烈
王
十
九
而
立
、
立
三
年
」
の
年
数
は
、

秦
始
皇
本

紀
附
載
玉
名
表
の
本
文
を
踏
ま
え
た
索
隠
「
紀
年
及
系
本
無
粛
字
、
立
十
年
、

表
向
、
紀
十
二
年
L

・
「
系
本
稿
元
献
公
、
立
二
十
二
年
、
表
向
、
紀
二
十
四

年」

・
「
系
木
作
武
烈
玉
、
十
九
而
立
、
立
三
年
、
本
紀
四
年
」
(
「
三
年
」
は
王

名
表
「
悼
武
王
生
十
九
年
而
立
、
立
三
年
、
清
水
赤
三
日
」
の
「
三
年
L

を
索

隠
が
在
位
年
数
と
誤
認
〉
を
誤
讃
し
た
も
の
で
、
『
世
本
』
の
文
で
は
な
い
。

さ
ら
に
、
秦
本
紀
索
際

「秦
自
宣
公
己
上
比
白
史
失
其
名
、
今
按
系
本
・
古
史

考
、
得
穆
公
名
任
好
」
「
(
共
公
)
名
瀬
、
十
代
至
簸
公
、
叉
並
失
名
」
「
(
献

公
)
名
師
限
」
「
(
孝
公
)
名
渠
梁
」
「
(
悪
文
王
)
名
姻
」
「
(
武
王
〉
名
蕩
」

「
(
昭
褒
王
〉
名
則
」
「
(
孝
文
王
〉
名
桂
」
「
(
妊
裏
王
)
名
子
短
」
な
ど
は

最
初
の
一
僚
に
注
目
す
れ
ば
、
『
世
本
』
の
文
と
す
べ
き
で
あ
る
。
注
稗
な
る

も
の
個
々
に
出
典
を
明
示
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
出
公
以
前
に
春
秋
経
俸
に
詳

の
見
え
る
穆
公
J
共
公
に
の
み
名
を
記
し
、
さ
ら
に
『
竹
書
紀
年
』
の
「
敬

公
」
が
『
史
記
』
と
同
じ
く
見
え
な
い
な
ど
は
、
『
史
記
』
の
利
用
し
た
秦
年

代
記
に
共
通
す
る
欣
況
で
あ
り
、
『
世
本
』
編
纂
が
や
は
り
統
一
秦
以
前
に
、
遡
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り
え
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
。

第
一
編
第
四
章
は
さ
ら
に
『
史
記
』
戟
薗
系
譜
を
分
析
す
る
が
、
例
え
ば
、

「
韓
・
貌
・
楚
の
系
譜
で
は
、
越
敬
侯
元
年
の
以
前
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ

君
主
の
誇
を
記
し
」
(
一
四
六
頁
)
の
韓
・
貌
に
関
わ
る
所
見
は
問
題
を
字

む
。
『
史
記
』
が
利
用
し
た
韓
・
貌
系
譜
は
本
来
誇
を
記
さ
ぬ
も
の
で
あ
っ
た

と
考
え
る
。
越
敬
侯
元
年
(
前
三
八
六
〉
以
前
で
は
、
韓
表
は
景
侯
「
慶
」
だ

け
を
例
外
的
に
記
す
。
韓
表
武
子
元
年
索
隠
に
「
武
子
啓
章
生
景
侯
度
」
と
あ

り
、
現
行
韓
表
の
「
度
」
は
索
隠
の
注
記
が
本
文
に
鼠
入
し
た
も
の
と
な
ろ

う
。
韓
世
家
が
景
侯
の
誇
を
「
武
子
卒
、
子
景
侯
立
」
に
記
さ
ず
、
「
景
侯
度

元
年
」
と
異
例
の
記
法
を
採
る
の
も
「
度
」
の
歳
入
を
傍
註
す
る
。
韓
世
家
で

は
さ
ら
に
、
「
子
列
侯
取
立
」
と
あ
る
。
街
字
で
な
い
に
し
て
も
、
韓
世
家
の

前
後
の
系
譜
に
誇
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
「
趨
敬
侯
元
年
の
以
前
に
お
い
て

も
、
そ
れ
ぞ
れ
君
主
の
誇
を
記
し
」
と
、
韓
系
譜
一
般
を
評
債
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
裏
王
〈
前
一
一
一
一
一
|
前
二
九
六
〉
「
倉
」
は
、
秦
本
紀
恵
文
王
後
元

十
年
(
前
三
二
一
)
に
「
韓
太
子
蒼
来
質
」
と
見
え
、
麓
王
「
答
」
は
、
類
似

の
説
話
が
韓
世
家
に
引
か
れ
る
『
戟
園
策
』
韓
策
二
に
見
え
る
。
裏
王
・
麓
王

の
誇
が
韓
世
家
に
見
え
る
の
は
こ
れ
ら
系
譜
以
外
の
材
料
か
ら
補
っ
た
も
の
と

な
ろ
う
。
貌
に
つ
い
て
も
貌
表
は
文
侯
の
誇
「
斯
」
だ
け
を
記
し
、
や
は
り
貌

世
家
集
解
「
徐
庚
目
、
世
本
日
斯
也
」
の
如
き
『
世
本
』
に
基
づ
く
注
穫
が
歳

入
し
た
可
能
性
が
大
き
い
。
貌
世
家
の
文
侯
「
都
」
は
同
様
に
由
民
入
さ
れ
た

「
斯
」
が
誤
寓
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
武
侯
「
撃
」
・
恵
王
「
斜
面
」
は
、
貌

世
家
文
侯
十
三
年
「
使
子
撃
圏
繁
・
腐
、
出
其
民
」
・
二
十
五
年
「
子
撃
生
子

径
」
に
見
え
、
『
秦
記
』
か
ら
補
わ
れ
た
も
の
と
な
ろ
う
。

越
に
つ
い
て
も
、
「
「
敬
侯
」
「
粛
侯
」
は
『
世
本
』
だ
け
が
名
を
記
し
て

い
る
」
〈
一
四

O
頁
)
と
あ
る
が
、
越
世
家
武
公
十
三
年
「
越
復
立
烈
侯
太
子

一
章
、
是
潟
敬
侯
」
に
敬
侯
「
章
」
が
見
え
、
一
方
、
武
鑑
王
の
誇
は
『
史
記
』

に
見
え
ず
、
越
世
家
索
隠
に
「
名
薙
」
と
あ
る
。
邦
洋
林
は
こ
れ
も
採
録
し
な

い
が
、
同
じ
く
越
世
家
索
隠
「
系
本
云
(
粛
侯
)
名
語
」
と
の
書
式
の
一
致
か

ら
、
明
ら
か
に
『
世
本
』
の
文
と
な
る
。
『
史
記
』
趨
世
家
系
譜
の
誇
は
、
桓

子
が
無
く
、
献
侯
「
涜
」
・
烈
侯
「
籍
」
を
経
て
、
武
公
が
無
く
(
武
公
は
『
秦

記
』
の
中
山
武
公
の
笈
入
〉
、
敬
侯
「
章
」
・
成
侯
「
種
」
を
経
て
、
粛
侯
・
武

震
王
が
無
く
、
恵
文
王
「
何
」
・
孝
成
王
「
丹
」
・
悼
裏
王
「
健
」
・
幽
謬
王

「
遷
」
・
代
王
「
嘉
」
に
至
る
。
粛
侯
・
武
鍵
王
の
誇
を
紋
く
こ
と
に
注
目
す

れ
ば
、
議
を
伴
う
系
譜
は
武
震
王
よ
り
以
後
の
も
の
し
か
俸
承
さ
れ
な
か
っ
た

可
能
性
が
あ
る
。
献
侯
・
烈
侯
・
敬
侯
・
成
侯
に
は
い
ず
れ
も
即
位
時
の
紛
争

が
俸
え
ら
れ
、
貌
世
家
恵
王
元
年
「
初
、
武
侯
卒
也
、
子
倭
(
恵
王
)
興
公
中

緩
争
潟
太
子
」
の
如
き
系
譜
と
は
別
穫
の
材
料
が
越
年
代
記
編
纂
に
利
用
さ
れ

た
可
能
性
が
強
い
。
恵
文
王
「
何
」
も
、
武
盤
王
二
十
五
年
「
恵
后
卒
、
使
周

沼
胡
服
停
王
子
何
」
の
年
代
記
的
記
述
に
見
え
る
。
誇
を
伴
う
越
系
譜
の
存
在

は
、
孝
成
王
(
前
二
六
五
|
前
二
四
五
)
以
後
に
よ
う
や
く
確
言
で
き
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

『
史
記
』
秦
・
三
E
日
・
燕
系
譜
の
誇
の
紋
如
に
制
到
し
て
、
楚
系
譜
の
誇
が
揃

っ
て
い
る
の
は
、
寅
は
、
周
・
菱
斉
・
魯
・
衛
・
宋
・
耳
目
・
鄭
な
ど
西
周
以
来

の
王
侯
系
譜
と
共
通
す
る
。
加
え
て
萎
斉
-

E

日
・
楚
で
は
世
家
・
表
で
誇
の
用

字
な
ど
が
異
な
る
事
例
が
あ
り
、
複
数
の
系
譜
の
存
在
を
示
唆
す
る
。
こ
う
し

た
系
譜
の
充
寅
は
、
こ
れ
ら
の
諸
園
が
春
秋
経
停
で
活
躍
す
る
こ
と
、
逆
に

秦
・
燕
な
ど
が
春
秋
経
俸
に
ほ
と
ん
ど
登
場
し
な
い
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
春

秋
家
の
編
纂
・
俸
承
に
係
る
材
料
で
あ
っ
た
可
能
性
が
大
き
い
。

司
馬
遷
が
三
耳
日
・
楚
を
中
心
と
し
た
各
園
系
譜
資
料
に
依
援
し
た
も
の

で
、
秦
は
「
秦
記
」
で
補
足
で
き
た
が
、
燕
・
斉
は
十
分
に
補
足
・
修
正
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で
き
な
か
っ
た
(
一
四
七
頁
〉

が
系
譜
に
関
す
る
結
論
だ
が
、
回
世
家
系
譜
は
悼
子
・
侯
刻
の
飲
落
と
い
う
重

大
な
紋
陥
を
字
み
つ
つ
も
、
牧
録
分
に
は
誇
を
揃
え
て
お
り
、
そ
の
黙
で
は
む

し
ろ
三
育
系
譜
に
勝
る
。
「
一
一
一
菅
・
獲
を
中
心
と
し
た
」
と
い
う
所
見
は
支
持

し
え
な
い
。
回
融
円
を
低
く
見
積
も
る
の
は
、
年
数
の
混
乱
に
基
つ
く
が
、
年
数

を
停
承
す
る
の
は
系
譜
で
な
く
玉
名
表
で
あ
る
。
完
全
だ
っ
た
系
譜
が
玉
名
表

に
歩
み
寄
っ
た
可
能
性
が
大
き
い
。
雨
者
の
匡
別
が
や
は
り
意
識
さ
れ
て
い
な

い
の
で
あ
る
。

問
題
が
多
い
と
さ
れ
る
貌
系
譜
に
お
い
て
も
、
貌
文
侯
・
武
侯
を
の
ぞ
け

ば
、
恵
王

・
袈
王
・
哀
王
の
在
位
を
、
悪
玉
・
恵
王
の
改
元

・
裏
表
王
の

在
位
と
修
正
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
き
な
差
異
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

(
一
四
六
頁
〉

は
、
年
数
を
問
題
に
し
て
い
る
以
上
、
や
は
り
玉
名
表
に
謝
す
る
評
債
と
な
る

が
、
「
三
耳
目
・
楚
を
中
心
と
し
た
」
と
い
う
所
見
を
導
く
た
め
、
「
大
き
な
差

異
」
を
過
小
評
償
す
る
黙
は
無
理
が
甚
だ
し
い
。

四

『
史
記
』
戟
園
部
分
は
、
現
行
本
『
戦
園
策
』
類
似
の
説
話
を
多
く
採
録
す

る
。
『
戦
闘
策
』
に
つ

い
て
は
、
そ
の
原
資
料
の
形
態
を
紡
御
さ
せ
る
馬
王
堆

白
書
『
戦
闘
縦
横
家
書
』
が
弊
得
さ
れ
た
が
、
本
書
第
一
編
第
五
章
は
こ
れ
を

扱
う
。
『
戦
園
縦
横
家
主
百
』
は
書
式
・
用
字
か
ら
、
先
ず
1
1
M
・日

l
日・

m
l幻
の
三
類
に
分
か
れ
る
。
そ
の
構
成
に
つ
い
て
は
、

第

一
・
一
一
類
の
故
事
は
園
別
で
お
お
ま
か
な
年
代
順
に
編
集
さ
れ
て
お

り
、
ま
た
第
三
類
の
故
事
は
、
年
代
順
に
は
配
列
さ
れ
て
い
な
い
が
、
園

別
に
故
事
が
枚
録
さ
れ
て
い
る
(
一
六
八
頁
〉

と
あ
る
。
第
一
類
は
、

1
1
7
に
「
燕
王
」
、

8
1
U
に
「
斉
王
」
「
斉
」
が

見
え
る
の
で
確
か
に
闘
別
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
第
二

・
三
類
に
つ
い
て
の
議

論
は
ほ
と
ん
ど
不
可
解
で
あ
る
。

第
二
類
は
、
一
五
、
一
九
輩
、か
秦
の
封
君
・
穣
侯
に
あ
て
ら
れ
た
も
の
で

あ
り
、
一
七
一章
は
秦
の
起
買
が
受
信
者
で
あ
る
。
ま
た
一
六
章
は
貌
王
へ

の
進
言
で
、
一
八
一
章
一
は
越
太
后
と
臣
下
と
の
封
話
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

こ
こ
で
も
受
信
者
に
注
目
す
れ
ば
、
第
二
類
は
秦
・
貌
・
越
三
園
の
園
別

に
故
事
を
編
集
し
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
(
一
六
二
頁
)

受
信
図
は
日
秦

-m貌
・口
秦

-m越
-m秦
で
あ
り
、
「
秦
・
貌

・
越
三

園
の
園
別
に
故
事
を
編
集
し
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
」
は
で
き
な
い
。
第
二
類

の
主
題
は
、
日
秦
の
封
貌
戟
、
叩
山
秦
貌
連
合
の
制
到
韓
戦
、
ロ
秦
鶏
連
合
の
封
斉

戦
、
団
秦
の
越
攻
撃
・
越
の
斉
へ
の
求
援
、
日
秦
の
針
斉
戟
、
と
な
る
。
第
二

類
を
完
結
し
た
も
の
と
し
て
、
そ
の
配
列
に
意
味
を
見
出
す
な
ら
ば
、
秦
の
三

耳
目
侵
攻
(
日
J
M
)
・
秦
斉
封
時
(
口
・
凶
〉
・
秦
の
斉
侵
攻
(
臼
)
と
い
う
推

移
が
看
取
さ
れ
る
。
こ
の

「
推
移
」
は
、
各
章
の
断
代
か
ら
い
え
ば
容
認
し
が

た
い
だ
ろ
う
が
、
今
日
水
準
の
年
代
率
的
所
見
を
無
媒
介
に
適
用
し
て
「
年
代

順
」
の
有
無
を
論
ず
る
こ
と
は
抑
も
無
意
味
で
あ
る
。
第
三
類
に
つ
い
て
も
、

一
六
三
頁
の
闘
に
従
っ
て
そ
の
受
信
闘
を
記
す
と
、
初
燕

-n越
・
2
斉

-m

楚

-
M
韓
・
お
秦
・
お
貌
・
幻
越
と
な
り
、
「
園
別
」
の
編
集
と
は
や
は
り
程

遠
い
。
設
信
者
・
受
信
者
の
覗
黙
か
ら
離
れ
て
み
れ
ば
、

m
J
幻
の
全
て
が
質

は
楚
に
関
わ
る
こ
と
に
気
付
く
。
一
六
三
頁
が
幻
章
を
湾
に
置
く
の
は
、
同
じ

説
話
を
回
世
家
が
牧
録
す
る
た
め
だ
が
、
著
者
も
書
注
者
に
名
を
連
ね
る
『
馬

主
堆
吊
室
田
戟
園
縦
横
家
書
』
(
朋
友
書
庖
、
一
九
九
一
ニ
)
二
八
九
頁
で
は
、
斉

と
の
関
連
の
少
な
い
こ
の
説
話
を
回
世
家
に
編
入
す
る
こ
と
の
不
蛍
を
主
張
す

る
馬
薙
設
を
引
き
、
二
九
五
頁
は
「
ハ
そ
こ
で
蘇
秦
は
、
楚
の
)
陳
診
に
つ
ぎ
の

-72一



よ
う
に
進
言
し
た
」
と
譲
す
る
。
内
容
か
ら
い
え
ば
『
戟
園
縦
横
家
書
』
は
、

蘇
秦
の
燕
・
斉
へ
の
献
策
を
集
め
た
第
一
類
、
秦
の
三
耳
目
・
斉
侵
攻
に
関
わ
る

第
二
類
に
、
第
三
類
が
附
加
さ
れ
た
も
の
と
な
る
。
第
三
類
の

m
-
n章
は
第

一
類
へ
の
補
選
で
、

n
l幻
章
が
楚
に
関
わ
る
も
の
を
集
め
た
の
は
、
長
沙
馬

王
堆
出
土
の
こ
の
吊
書
が
楚
地
で
編
纂
さ
れ
た
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る

た
円
ノ
。
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一
六
八
頁
の
所
見
は
、
第
一
類
の
属
性
を
第
二
・
三
類
に
強
要
す
る
も
の
で

あ
る
。
第
一
類
に
し
て
も
、
一
六
八
頁
は
「
書
信
・
奏
言
・
封
話
の
基
本
形
」

と
一
括
す
る
が
、
針
話
の
場
合
、
少
な
く
と
も
一
方
の
褒
言
は
自
身
に
は
記
録

し
え
ず
、
書
信
・
奏
言
と
針
話
と
は
す
で
に
編
纂
・
停
承
の
あ
り
か
た
が
相
違

す
る
。
果
た
し
て
、
第
一
類
唯
一
の
封
話
篇
た
る
5
章
は
、
冒
頭
か
ら
尾
生
・

曾
参
・
伯
夷
を
連
ね
る
が
、
こ
の
三
人
が
ま
と
ま
っ
て
登
場
す
る
事
例
は
、

『
緯
非
子
』
守
道
篇
に
よ
う
や
く
見
出
さ
れ
る
。
同
篇
は
前
一
一
二
三
年
に
卒
し

た
韓
非
の
「
比
較
的
早
期
の
後
闘
争
の
も
の
」
(
町
田
三
郎
『
韓
非
子
』
、
中
央
公

論
社
、
一
九
九
二
)
と
さ
れ
る
。
5
一章
の
後
代
性
は
明
ら
か
で
あ
る
。

第
一
類
を
「
受
信
園
側
の
記
録
を
も
と
に
す
る
」
(
一
七

O
頁
)
と
す
る
推

論
が
成
立
す
る
に
は
、
こ
の
種
の
機
密
外
交
に
関
わ
る
「
文
書
」
〈
一
七
一
頁
〉

が
整
理
公
開
さ
れ
、
一
般
の
閲
覧
に
供
せ
ら
れ
て
い
た
と
で
も
せ
ね
ば
な
ら

ず
、
あ
り
う
る
こ
と
と
は
思
え
な
い
。
抑
も
語
集
や
句
法
か
ら
い
っ
て
、
第
一

類
が
前
二
八
四
年
以
前
の
記
録
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。
例
え

ば
、
こ
こ
で
常
用
さ
れ
る
コ
ニ
耳
目
」
は
、
在
来
文
献
で
は
、

『墨
子
』
魯
問
・

『
一
商
君
書
』
篠
民
・
『
呂
氏
春
秋
』
知
分
・

『
韓
非
子
』
初
見
秦
・
外
儲
設
左

上
な
ど
、
ご
く
わ
ず
か
な
事
例
が
、
戟
園
晩
期
以
降
に
よ
う
や
く
見
出
さ
れ
る

の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
第
一
類
の
書
信
・
奏
言
が
二
次
的
に
創
作
さ
れ
た
可

能
性
を
強
く
示
唆
す
る
。
設
信
者
・
受
信
者
い
ず
れ
の
側
の
記
録
か
と
い
う
設

問
自
慢
、
絵
り
一
意
味
を
も
た
ぬ
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
執
を
譲
る
に
し
て
も
、

掲
げ
ら
れ
た
い
く
つ
か
の
論
議
は
、
む
し
ろ
愛
信
者
側
の
立
場
を
反
映
す
る
こ

と
を
強
く
示
唆
す
る
。
-
章
「
自
越
献
書
燕
玉
日
」
の
如
く
、
第
一
類
は
、
日

章
の
韓
貴
以
外
、
愛
信
者
の
名
を
省
略
す
る
。
こ
の
事
貸
は
、
設
信
者
が
蘇
秦

で
あ
る
こ
と
を
自
明
の
前
提
と
す
る
愛
信
者
側
の
立
場
を
反
映
す
る
も
の
に
他

な
ら
な
い
。
燕
・
斉
の
受
信
者
側
の
記
録
な
ら
ば
、
「
燕
王
」
「
斉
王
」
は
不

要
で
あ
り
、
愛
信
者
名
こ
そ
記
録
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
受
信
園
別
の
編
集

も
、
個
々
の
章
の
年
代
が
す
で
に
不
明
で
あ
っ
た
編
纂
者
に
と
っ
て
唯
一
可
能

な
配
列
基
準
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
「
秦
・
斉
が
一
帝
鋭
を
稽
し
た
時
期
と
、
そ

の
後
の
斉
の
敗
北
な
ど
を
中
心
と
す
る
」
在
来
文
献
未
見
の
内
容
を
も
っ
「
戟

圏
中
期
の
合
従
連
横
の
情
勢
を
研
究
す
る
重
要
資
料
」
た
る
こ
と
、
「
『
史
記
』

『
戟
園
策
』
の
蘇
秦
・
蘇
代
の
混
凱
を
修
正
で
き
る
こ
と
」
(
一
七
七
頁
)
な

ど
第
一
類
の
「
史
料
開
債
値
」
が
、
「
受
信
園
側
の
記
録
」
と
い
う
評
債
を
心

理
的
に
支
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
秦
本
紀
の
原
資
料
を
秦
の
貧
際
の
記

録
と
寅
質
的
に
同
一
視
し
、
「
圏
内
の
情
報
が
豊
富
」
な
越
年
代
記
が
「
個
人

の
情
報
」
で
は
あ
り
え
な
い
と
す
る
上
述
の
所
見
に
呼
態
す
る
。
園
家
的
記
録

で
な
け
れ
ば
信
頼
で
き
な
い
と
い
う
褒
想
に
は
問
題
を
感
じ
る
。

本
書
第
一
篇
第
六
章
は
『
戟
園
策
』
を
扱
う
。

紀
年
に
簡
略
な
事
件
・
大
事
を
記
す
形
式
は
「
紀
年
資
料
」
と
し
、
濁
立

し
た
記
事
を
「
記
事
資
料
」
と
し
て
区
別
す
る
。
さ
ら
に
記
事
資
料
は
、

書
信
・
奏
言
・
封
話
な
ど
の
形
式
で
、
歴
史
背
景
を
も
ち
比
較
的
信
頼
で

き
る
と
お
も
わ
れ
る
資
料
を
「
故
事
」
と
し
、
書
信
・
奏
言
の
形
式
で
は

な
く
、
い
く
つ
か
の
話
を
要
約
す
る
形
式
を
「
設
話
」
と
し
て
お
く
。

ハ
一
九

O
頁〉

と
あ
る
が
、
「
故
事
」
の
定
義
は
抑
も
本
一挙
に
お
い
て
さ
え
、

- 73ー
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故
事
」
(
二

O
二
頁
)
な
ど
と
あ
り
不
可
解
で
あ
る
。
「
比
較
的
信
頼
で
き
る

と
お
も
わ
れ
る
」
は
客
観
的
な
基
準
た
り
え
な
い
。
「
書
信
・
奏
言
」
に
「
歴

史
背
景
、
結
末
、
教
訓
を
附
加
し
た
」
(
一
六
八
頁
)
も
の
と
附
加
以
前
の
も

の
の
隻
方
が
現
存
す
る
場
合
、
後
者
を
本
来
の
も
の
と
み
な
し
う
る
事
例
が
あ

る
こ
と
は
確
か
だ
が
、
そ
の
こ
と
自
笹
は
「
書
信
・
奏
言
」
形
式
の

一
般
的
信

頼
性
を
保
讃
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
類
似
の
説
話
が
蘇
楽
列
憾
に
採
録
さ
れ
る

『
戦
闘
策
』
斉
策
一
川
・
楚
策
一
川
・
越
策
二
川
・
貌
策
一

m
・
韓
策
一
川

・

燕
策
一
川
(
挑
本
の
編
践
は
香
港
中
文
大
摩
中
園
文
化
研
究
所
『
戦
園
策
逐
字

索
引
L

、
一
商
務
印
書
館
、
一
九
九
二
に
接
る
)
の
蘇
秦
の
「
奏
言
」
は
、

『戟

図
縦
横
家
書
』
に
よ
り
そ
の
偶
作
が
決
定
的
に
な
っ
た
。
『
戟
園
縦
横
家
書
』

第
一
類
が
史
料
的
債
値
を
も
っ
と
い
う
事
質
と
、
「
書
信

・
奏
舌

E
形
式
を
採

る
と
い
う
事
質
と
が
無
媒
介
に
同

一
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
一
類
の
史

料
的
債
値
は
貨
は
、
そ
の
形
式
で
は
な
く
内
容
に
存
す
る
。

「信
綴
で
き
る
」

か
否
か
が
単
に
形
式
か
ら
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
韓
非
・
李
斯
の
正
に

「
奏
言
」
の
形
式
を
も
っ
『
韓
非
子
』
初
見
秦
・
存
鶴
二
世
刷
の
民
俗
が
今
な
お

議
論
さ
れ
る
は
ず
は
な
い
。

こ
の
時
期
は
、
各
園
が
王
践
を
穂
す
る
と
同
時
に
、
領
土
園
家
の
形
態
と

な
っ
て
園
境
の
防
衛
が
問
題
と
な
り
、
園
策
や
外
交
が
重
視
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
越

・
秦
な
ど
で
は
、
紀
年
形
式
の

記
録
が
充
寅
し
、
ま
た
貌
に
お
い
て
も
紀
年
形
式
の
資
料
が
停
え
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
情
勢
か
ら
み
れ
ば
、
王
室
で
は
記
録
類
の
一
環
と
し

て
、
図
策

・
外
交
の
文
書
が
整
え
ら
れ
始
め
た
と
し
て
も
不
自
然
で
は
な

か
ろ
う
。

:
・
・こ
の
よ
う
に
想
定
す
れ
ば
、
戦
闘
中
期
以
降
に
各
函
の
戟

園
故
事
が
増
加
し
て
く
る
原
因
を
誘
明
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
(
二

O
六

頁〉

は
、
『
戟
園
策
』
全
書
の
理
解
に
関
わ
る
。
「
戟
園
故
事
」
の
み
な
ら
ず
、
各

園
の

「
紀
年
形
式
の
資
料
」
の
成
立
を
も

「
戦
闘
中
期
以
降
」
の
専
制
薗
家
形

成
に
呼
悠
し
た
現
象
と
す
る
愛
想
だ
が
、
修
文
遠
『
戟
園
策
考
緋
』
(
中
華
書

局
、
一
九
八
四
)
に
従
う
な
ら
ば
、
断
代
可
能
な
二
九
八
章
の
う
ち
、
前
三
一
一

九
|
前
二
八

O
年
に
属
す
る
も
の
が
一
八
五
草
(
六
二・

一
%
)
を
占
め
、
前

三
三

O
年
以
前
の
四
五
章
〈
一
五
・
一
%
〉
・

前
二
七
九
年
代
以
後
の
六
八
章

(
二
二

・
八
%
〉
を
大
き
く
引
き
離
し
て
い
る
。
『
戟
園
策
』
の
読
話
を
成
り

立
た
し
め
た
「
遊
士
」
の
過
渡
的
性
格
に
正
に
呼
態
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
遊

士
」
は
戦
園
中
期
の
鱒
換
期
、
専
制
図
家
形
成
の
初
夜
段
階
に
際
し
て
出
現

・

活
路
し
た
が
、
一
定
の
成
熟
を
急
速
に
達
成
し
た
専
制
園
家
は
速
や
か
に
「
遊

士
」
排
除
に
鱒
じ
て
い
る
。

『
融
制
園
策
』
設
話
の
年
代
的
分
布
は
、
こ
の
「
遊

士
」
の
盛
衰
に
正
し
く
封
態
す
る
。
前
二
七

0
年
代
以
降
に
断
代
さ
れ
る
読
話

の
減
少
は
、
『
戦
園
策
』
の
素
材
が
専
制
図
家
の
「
文
書
」
と
は
別
の
範
隣
に

腐
す
る
こ
と
を
明
示
す
る
。

『
漢
書
』

婆
文
志
が
『
戦
闘
策
』
を
六
慈

・
春
秩
に
枚
め
る
こ
と
を
、

「
規

範
と
も
な
り
、
数
訓
と
も
な
る
書
籍
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
」
(
二
O
八
頁
〉

と
評
債
す
る
が
、
春
秋
家
へ
の
牧
銭
そ
れ
自
僅
は
春
秋
経
俸
に
準
ず
る
経
書
た

る
の
債
値
を
意
味
し
な
い
。
劉
向
書
録
も

「
不
可
以
臨
園
激
化
」
と
明
言
す

る
。
劉
向
が
『
戟
圏
策
』
に
認
め
た
債
値
は
、

「
其
事
縫
春
秋
以
後
、
吃
楚

・

漢
之
起
、
二
百
四
十
五
年
開
之
事
皆
定
」
と
あ
る
よ
う
に
、
春
秋
期
に
引
き
績

〈
戦
園
期
の
「
事
」
を
知
る
の
に
便
利
だ
と
い
う
以
上
に
出
な
い
。
義
文
士
山

「記
春
秩
後
」
も
同
じ
評
債
を
示
す
。
史
部
の
範
岡
崎
が
な
い
た
め
、
務
文
志
は

史
書
の
類
を
春
秋
経
俸
の
参
考
書
と
位
置
づ
け
春
秋
家
に
暫
定
的
に
枚
め
た
に

過
ぎ
な
い
。
同
じ
く
春
秋
家
に
属
す
る
も
の
の
、
系
譜
な
ど
を
即
物
的
に
記
し

た
だ
け
の
『
世
本
』
に

「
規
範
」

「
敬
訓
」
を
見
出
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
さ
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ら
に
、
「
『
融
制
園
策
』
に
諸
子
と
共
、
通
す
る
読
話
が
み
え
て
い
た
こ
と
」
(
二

O

八
頁
)
に
つ
き
、
「
漢
代
で
は
戟
園
故
事
と
説
話
資
料
と
の
性
格
が
混
同
し
て

理
解
さ
れ
」
(
二

O
九
頁
)
た
と
す
る
が
、
爾
者
の
匡
別
が
不
明
確
な
こ
と
は

上
述
の
如
く
で
あ
る
。
「
書
信

・
奏
言
」
形
式
が
一
僚
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い

『
園
語
』
が
春
秋
家
に
牧
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
想
起
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

本
-軍は
挑
本
・
飽
本
を
比
較
し
、
飽
本
に
劉
向
本
の
「
蛍
初
か
ら
の
配
列
を

俸
え
て
い
る
可
能
性
」
合
二
五
頁
)
が
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
が
、
そ
の
論

擦
は
不
可
解
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
ず
、

そ
れ
は
昭
王
4
・

5
の
蘇
秦
に
か
か
わ
る
故
事
で
、
こ
れ
を
『
史
記
』
蘇

秦
列
俸
に
し
た
が
っ
て
編
年
す
れ
ば
、
挑
本
の
よ
う
に
貌
袈
王
あ
た
り
に

配
列
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
飽
木
注
は
、
濁
自
に
昭
王
期
の

配
列
と
し
、
こ
れ
は
司
馬
遜
が
述
べ
る
別
の
年
代
に
編
年
さ
れ
た
蘇
秦
資

料
に
属
す
る
と
お
も
わ
れ
る
。
(
一
二
五
頁
)

と
あ
る
。
飽
本
昭
王
4

・
5
は
、
挑
本
貌
策
一
川
蘇
秦
拘
於
貌
章
・
貌
策
二
川

五
圏
伐
秦
章
だ
が
、
山
は
蘇
秦
列
停
に
蘇
代
の
故
事
と
し
て
見
え
、
飽
彪
は

「
蘇
俸
有
」
と
こ
れ
を
認
知
し
、
蘇
秦
列
俸
に
従
っ
て
「
蘇
秦
」
を
「
蘇
代
」

に
改
め
る

o
m
「
五
図
伐
秦
」
に
つ
き
飽
彪
は
、
「
成
皐
之
役
、
此
(
昭
王
)

十
年
(
前
二
八
六〉
」
と
注
記
す
る
。
こ
れ
は
越
策
四
加
費
欲
攻
宋
章

「
李
先

約
五
園
以
伐
秦
、
無
功
、
留
天
下
之
兵
於
成
皐
」
に
よ
っ
て
六
園
年
表
の
斉
滅

宋
の
年
衣
前
二
八
六
年
に
暫
定
的
に
繋
け
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
仰
は
「
謂
貌

王
巳
」
と
、
話
者
の
名
を
記
さ
ず
、
飽
彪
は
「
此
非
蘇
代
不
能
也
」
と
注
す

る
。
飽
本
が
川
・
加
を
蘇
代
の
言
論
と
し
て
昭
王
4
・

5
に
繋
け
る
の
は
、
蘇

秦
列
俸
の
蘇
秦
・
蘇
代
の
年
代
視
に
忠
貨
に
従
う
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
二
一

五
頁
は
飽
本
安
鐙
王
1
1
6
が
、
「
ほ
ぽ
年
代
順
で
あ
り
」
、
「
宋
代
の
皐
者
が

認
識
で
き
な
い
情
報
」
に
基
づ
く
と
す
る
が
、
こ
れ
も
不
可
解
で
あ
る
。
安
建

王
1
1
3
は
華
の
戦
に
関
わ
り
、
ー
の
「
園
大
梁
」
は
貌
世
家
安
麓
王
二
年

(
前
二
七
五
〉
に
「
軍
大
梁
下
」
と
見
え
、

3
は
四
年
(
前
二
七
一
二
〉
に
、

4

1
6
は
十
一
年
(
前
二
六
六
)
に
見
え
る
。

1
1
6
の
配
列
は
、
「
宋
代
の
皐

者
が
認
識
で
き
な
い
情
報
」
で
は
な
く
、
幾
世
家
に
専
ら
基
づ
く
。
そ
の
こ
と

は
1
「
事
在
此
二
年
」
・

3

「
記
四
年
有
」
・
4
「
記
十
〔
二
年
有
」

・
5

「
十
一
年
有
L

・
6
「
記
有
、
輿
上
二
章
相
次
」
な
る
飽
注
に
明
示
さ
れ
る
。
挑

本
で
は
な
く
飽
本
が
劉
向
本
の
「
嘗
初
か
ら
の
配
列
を
停
与
え
て
い
る
可
能
性
」

を
主
張
す
る
の
は
、
挑
本
が
「
混
飢
」
し
、
「
闘
別
・
年
代
順
に
留
意
し
て
編

集
し
た
」
(
一
二
五
頁
)
と
い
う
劉
向
書
録
に
矛
盾
す
る
と
い
う
認
識
に
基
づ

く
が
、
劉
向
書
鍛
に
「
臣
向
因
園
別
者
、
略
以
時
次
之
、
分
別
不
以
序
者
以
相

補
、
除
復
重
、
得
三
十
三
篇
」
と
あ
る
よ
う
に
、
劉
向
段
階
で
す
で
に
、
「
不

以
序
者
」
す
な
わ
ち
時
代
順
に
序
列
し
か
ね
る
章
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
今
目

的
な
年
代
率
的
議
論
を
無
媒
介
に
適
用
し
て
、
挑
本
一
章
次
の
「
混
胤
」
を
検
設

し
て
も
、
そ
の
「
混
乱
」
を
劉
向
本
が
す
で
に
内
包
し
て
い
た
可
能
性
を
否
定

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
抑
も
挑
本
章
次
は
賓
際
に
「
混
飢
」
し
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
貌
策
各
一軍
の
主
要
な
登
場
人
物
に
注
目
す
る
と
、

m
A知
伯
、
別

B
J
m文
侯
、
川
武
侯
、
川
・
川
公
叔
座
、

m蘇
秦
、

m張
儀
、
川
田
嬰
、

m

蘇
秦
、
川
陳
診
、

m
l
m張
儀
、

m
l
m犀
首
、

m
J
m
A葱
施
、

m
B
・川

蘇
代
の
如
く
、
同
一
人
物
に
関
わ
る
章
を
ま
と
め
る
と
い
う
一
つ
の
配
列
基
準

が
看
取
さ
れ
る
。
他
の
配
列
基
準
も
無
論
複
合
し
て
お
り
、

m蘇
秦

-m張
儀

の
二
章
は
、
『
史
記
』
蘇
秦
列
停
・
張
儀
列
停
に
近
似
の
設
話
が
牧
録
さ
れ
、

合
従
連
横
総
論
と
し
て
こ
こ
に
置
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
劉
向
の
「
略
以
時

次
之
」
は
人
物
〈
あ
る
い
は
事
件
・
関
係
園
)
ご
と
に
章
を
集
め
、
『
史
記
』

列
停
の
如
く
、
人
物
の
大
陸
の
時
代
順
で
配
列
す
る
程
度
の
作
業
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。

『
戟
園
縦
横
家
書
』
第
一
類
の
燕

・
湾
の
受
信
園
別
も
類
似
の
作
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業
と
な
る
。

章
ご
と
の
完
全
な
断
代
な
ど
今
日
で
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
か

ら
、
劉
向
の
「
略
以
時
次
之
」
に
章
ご
と
の
断
代
を
想
定
す
る
方
が
む
し
ろ
不

自
然
で
あ
ろ
う
。
抑
も
『
戟
園
策
』
が
一
般
に
章
ご
と
に
停
承
さ
れ
て
い
た
は

ず
は
な
い
の
で
、
劉
向
か
ら
曾
輩
に
至
る
過
程
で
、

章
次
に
混
飢
が
愛
生
す
る

か
疑
問
で
あ
る
。
挑
本
章
次
の

「
混
飢
」
は
、
現
時
黙
で
は
具
鐙
的
な
詮
抽
障
を

紋
く
想
像
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
逆
に
こ
の
よ
う
な
事
例
が
あ
る
。

図
燕
而
攻
貌
薙
丘
取
之
以
図

西
耐
用
意
其
東
楚
軍
欲
還
不
可
得
也
景
陽
乃
関
図

師
佳
之
以
震
楚
輿
貌
謀
之
乃
引
丘
(
而
去
斉
兵
図

師
乃
選

張
丑
箆
質
於
燕
=
王
欲
殺
之
走
且
出
覚
=
吏
得
丑
=
日
燕
王
所
持
殺
我
者

人
有
言
我
有
賀
珠
也
王
欲

得
之
今
我
巴
亡
之
会
而
燕
不
我
信
今
子
且
致
我
二
且
言
子
之
奪
我
而
呑
之

燕
王
必
賂
殺
子
制
子
之

図
夫
欲
得
之
君
不
可
読
吾
要
且
図
子
腸
亦
且
寸
紹
寛
吏
恐

而
赦
之

襖
蘭
円
、
〉
・
ロ
・
工
房
牡
出
土
文
書
の
一
つ
で
あ
り
、
共
伴
す
る
木
簡
・
文
書

の
紀
年
は
、
軸
畑
嘉
卒
四
年
(
二
五
二
〉
か
ら
西
耳
目
永
嘉
四
年
三
二

O
)
に
至

る
(
林
梅
村
編
『
棲
蘭
尼
雅
出
土
文
書
』
、
文
物
出
版
社
、
一
九
八
五
)
。
『
戦

図
策
』
最
古
の
寓
本
で
、
挑
本
の
燕
策
三
川
斉
韓
貌
共
攻
燕
章

-m張
丑
潟
質

於
燕
一軍
に
嘗
た
る
。
川
川
の
楚
勝
景
陽
は
楚
世
家
考
烈
王
六
年
(
前
二
五
七
)
に

も
見
え
る
が
、
仰
の
張
丑
は
、
湾
策
一
切
楚
威
王
戦
勝
於
徐
州
章
〔
『
戦
園
策

考
緋
』
は
前
三
三
三
に
断
代
〕
・
貌
策
一
川
張
儀
走
之
貌
章

〔
擬
託
〕
・
貌
策

二
削
斉
貌
戟
於
馬
陵
章
豆
型
一
二
三
二
〕
・
韓
策
三
川
張
丑
之
合
斉
楚
議
於
貌
章

〔0
・
〕
・
中
山
策
山
間
犀
首
立
五
玉
章

2
型
壬
ご
己
に
見
え
る
。
張
丑
が
景
陽

に
先
行
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
年
代
順
の
「
混
凱
」
に
嘗
た
る
が
、
つ

と
に
貌
E

日
篤
本
が
劉
向
の
章
次
を
「
混
飢
」
し
た
と
は
思
わ
れ
ず
、
ま
た
挑
本

は
こ
の
一章
次
を
忠
貨
に
保
存
し
て
い
る
。
楚
勝
景
陽
に
関
わ
る
川
を
飽
彪
が
楚

策
に
移
す
の
は
常
識
的
剣
断
だ
が
、
寅
際
に
は
本
来
の
圏
別
を
損
な
っ

て
い
る

こ
と
に
な
る
。

今
目
的
な
判
断
で
銚
本
園
別
の
「
混
胤
」
を
主
張
す
る
こ
と
の

無
意
味
さ
を
明
示
す
る
。

五

本
書
第
一
編
第
二
一
章
は
、
三
家
注
引
文
を
手
が
か
り
に
、
『
竹
書
紀
年
』
の

「
俸
本
過
程
」

(
六
八
頁
)
を
考
察
す
る
も
の
だ
が
、
不
可
解
な
議
論
が
多

集
解
引
郭
瑛
設
を
、

『
穆
天
子
侍
』
注
に
よ
る
も
の
と
す
る
が
、
七

O
頁
2

の
郭
瑛
設
は
、
『
E
百
書
』
郭
漢
俸
に
「
皆
停
於
世
」
と
あ
る
上
林
賦
注
の
引
用

で
あ
る
。
司
馬
相
如
列
俸
の
上
林
賦
の
部
分
に
限
っ
て
郭
瑛
設
を
大
量
に
引
く

こ
と
か
ら
容
易
に
気
付
か
れ
る
。
郭
撲
が
2
で
「
汲
家
竹
書
日
」、

6
・
7
で

「
紀
年
云
」
と
書
き
分
け
る
こ
と
も
2
が
『
穆
天
子
停
』
注
で
な
い
こ
と
に
由

来
す
る
。
臣
墳
が
「
汲
家
古
文
」
と
専
ら
稽
す
る
よ
う
に
、
本
来
『
竹
書
紀

年
』
は
よ
り

一
般
に
は
「
紀
年
」
を
稽
さ
な
い
。
『
穆
天
子
停
』
注
が
特
に

「
紀
年
」
を
稽
す
る
の
は
、
『
穆
天
子
俸
』
も
ま
た
「
汲
家
竹
書
」
だ
か
ら
で

あ
る
。集

解
引
徐
庚
設
に
つ
き
、
そ
の
『
竹
書
紀
年
』
引
文
が
「
戟
園
貌
の
恵
王
以

降
に
集
中
し
て
お
り
」
「
そ
れ
以
前
の
侠
文
が
み
ら
れ
な
い
」
こ
と
を
論
嬢
に
、

徐
庚
注
は
、
東
日
日
に
侍
え
ら
れ
た
『
竹
書
紀
年
』
を
利
用
す
る
こ
と
が
で

き
た
と
し
て
も
、
そ
の
停
本
は
戦
園
貌
の
一
部
資
料
に
限
定
さ
れ
て
い
た

(
七
二
頁
)
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と
す
る
が
、
集
解
(
七

O
頁
1
・
3
・
5
〉
や
南
朝
宋
の
沼
障
『
後
漢
書
』
東

夷
列
停
・
西
発
停
の
『
竹
書
紀
年
』
夏
J
西
周
部
分
引
用
は
こ
の
所
見
を
否
定

す
る
。
春
秩
部
分
だ
け
紋
落
し
た
テ
キ
ス
ト
を
想
定
す
る
こ
と
は
さ
ら
に
不
自

然
で
あ
る
。
方
詩
銘
・
王
修
齢
『
古
本
竹
書
紀
年
輯
謹
』
(
上
海
古
籍
出
版

社
、
一
九
八
一
〉
は
『
竹
書
紀
年
』
侠
文
の
う
ち
菅
紀
六
J
四
九
の
四
四
僚
を

春
秋
期
(
春
秋
経
俸
の
時
代
、
前
七
二
二
|
前
四
六
八
〉
に
断
代
す
る
が
、
三

家
注
が
引
く
の
は
、
菅
紀
一
六
(
正
義

γ
四
一
(
索
隠
〉

・
四
九
(
正
義
)
の

わ
ず
か
三
僚
で
あ
る
。
七
二
頁
の
指
摘
す
る
耳
目
世
家
索
隠
引
『
竹
書
紀
年
』
六

僚
は
、
七
五
頁

m
lお
-m
に
加
え
て
静
公
二
年
僚
の
も
の
だ
が
、
最
も
古
く

断
代
さ
れ
る
幻
が
前
四
五
三
年
の
記
事
で
あ
り
、
春
秋
期
よ
り
後
で
あ
る
。

「
春
秋
菅
以
降
の
記
述
」
(
七
八
頁
)
で
は
な
い
。
「
比
較
的
全
盛
に
わ
た
る

俸
本
」
(
七
八
頁
〉
が
利
用
し
え
た
は
ず
の
索
隠
も
春
秋
期
に
は
『
竹
書
紀
年』

を
一
傑
し
か
引
か
な
い
。
『
史
記
』
春
秋
部
分
が
春
秩
綬
俸
・
『
園
語
』
に
専
ら

取
材
し
た
た
め
、
三
家
注
は
、
基
本
的
に
そ
れ
ら
に
劃
す
る
先
行
注
穆
を
抜
粋

す
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
あ
り
、
『
竹
書
紀
年
』
を
引
く
必
要
が
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
菅
紀
一
六
は
『
帝
王
世
紀
』
か
ら
の
重
引
で
あ
り
、
四
一
一
は
燕
系
譜
、

四
九
は
「
竹
書
云
、
宅
陽
一
名
北
宅
」
と
、
春
秋
綬
停
に
特
に
見
え
な
い
情
報

で
あ
る
。
注
穆
な
る
も
の
、
関
係
資
料
を
無
意
味
に
並
べ
る
も
の
で
は
決
し
て

な
い
。
注
四
拝
者
の
見
識
・
選
揮
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

索
隠
引
王
勧
誘
を
「
数
例
」
(
七
四
頁
)
と
す
る
が
、
注
穫
を
扱
う
場
合
留

意
す
べ
き
は
、
上
述
の
『
性
本
』
引
用
に
例
設
を
み
る
よ
う
に
、
重
引
の
場
合

も
出
典
を
明
示
し
な
い
こ
と
が
少
な
く
な
い
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、

叉
紀
年
云
、
簡
公
九
年
卒
、
衣
敬
公
立
、
十
二
年
卒
、
乃
立
恵
公
、
(
秦

本
紀
索
隠
。

「
十
二
年
」
は
「
十
三
年
」
の
諜
篤
〉

王
酌
按
紀
年
云
、
館
公
後
次
敬
公
、
敬
公
立
十
三
年
、
乃
至
恵
公
、
辞
卸

難
窓
、
時
参
異
説
、
(
秦
始
皇
本
紀
索
隠
〉

の
ニ
僚
の
構
文
の
近
似
か
ら
、
秦
本
紀
索
隠
の
方
も
王
勧
設
の
節
略
た
る
こ
と

が
了
解
さ
れ
る
。
秦
敬
公
の
年
数
算
出
は
、
『
竹
書
紀
年
』
か
ら
関
公
卒
・
敬

公
卒
の
記
事
を
捜
し
だ
し
、
年
次
の
差
を
求
め
る
と
い
う
煩
雑
な
作
業
が
必
要

で
あ
る
。
後
者
で
王
勧
誘
を
利
用
し
得
た
索
隠
が
濁
自
に
同
じ
作
業
を
し
、
そ

の
所
見
が
偶
然
に
も
近
似
の
構
文
と
な
っ
た
と
は
考
え
が
た
い
。
索
隠
の
引
く

『竹
書
紀
年
』
に
は
、
秦
の
ほ
か
、
燕
・
宋
・
越
・
韓
・
回
稿
用
の
紀
年
を
示
す

も
の
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
『
竹
書
紀
年
』
の
耳
目
・
貌
紀
年
か
ら
二
次
的
に
推
算

し
て
始
め
て
嬰
得
さ
れ
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
諸
園
の
紀
年
に
つ

き
必
ず
王
勧
の
愛
言
が
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。
抑
も
索
隠
は
、
貌
世
家
裏
王
十

六
年
僚
に
お
い
て
、
『
史
記
』
の
鶏
紀
年
を
擁
護
し
、
『
竹
書
紀
年
』
の
そ
れ

を
全
否
定
す
る
こ
と
で
、
戦
闘
紀
年
に
関
す
る
不
見
識
を
露
呈
し
て
い
る
。
索

隠
が
い
か
に
「
探
求
異
聞
」
(
索
隠
序
)
を
志
向
し
た
と
は
い
え
、
信
滋
性
を

認
め
な
い
『
竹
書
紀
年
』
を
わ
ざ
わ
ざ
繕
き
、
得
意
で
も
な
い
推
算
を
濁
自
に

行
な
っ
た
と
は
考
え
が
た
い
。
索
際
の
『
竹
書
紀
年
』
引
文
は
、
『
惰
書
』
王

勧
俸
に
「
然
其
採
地
閉
経
史
謬
謀
、
震
設
書
記
三
十
省
、
時
人
服
其
精
博
」
と
あ

る
『
讃
書
記
』
か
ら
の
重
引
が
殆
ど
で
あ
る
可
能
性
が
極
め
て
大
き
い
。
こ
の

こ
と
は
な
お
煩
墳
な
論
誼
を
要
す
る
が
、
索
隠
の
『
竹
書
紀
年
』
引
文
を
無
傑

件
に
索
際
直
接
の
引
用
と
み
な
し
え
な
い
こ
と
は
了
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

正
義
が
集
解
・
索
隠
を
参
照
し
た
と
す
る
(
七
七
頁
)
が
、
「
高
卒
」
に
関

わ
る
七
六
頁
M
H

・
お
は
、
『
括
地
志
』
引
文
に
含
ま
れ
る
の
で
、
正
義
が
集
解

を
参
照
し
た
事
例
に
は
な
ら
な
い
。

「
段
極
」
に
関
わ
る
七
六
頁
6
は
、
指
摘

さ
れ
て
い
な
い
が
、
同
様
に
、
正
義
引
『
括
地
志
』
の
『
竹
書
紀
年
』
引
文
が

集
解
の
そ
れ
と
重
複
す
る
事
例
で
あ
る
。
七
六
頁
日
孟
嘗
君
列
俸
正
義
「
紀
年

云
、
梁
葱
玉
三
十
年
、
下
郊
遷
子
醇
、
改
名
徐
州
」
は
確
か
に
魯
世
家
索
隠
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「
叉
紀
年
云
、
梁
悪
玉
三
十
一
年
、
下
郊
遜
子
醇
、
故
名
目
徐
州
」
と
重
複
す

る
が
、
日
の
次
の
正
義
「
醇
故
城
在
今
徐
州
勝
回
廊
南
四
十
四
里
也
」
が
『
括
地

士
山
』
と
同
じ
書
式
を
採
る
と
こ
ろ
か
ら
、
明
示
こ
そ
さ
れ
ぬ
も
の
の
、
孟
嘗
君

列
停
正
義
の

「
醇
」
に
関
す
る
注
稗
は
、
『
竹
書
紀
年
』
の
引
文
を
も
含
め
て

『
括
地
志
』
の
引
用
に
係
る
可
能
性
が
極
め
て
大
き
い
。
正
義
が
孟
嘗
君
列
俸

を
注
す
る
に
、
進
か
に
隔
た
っ
た
魯
世
家
索
隠
の
引
文
を
探
し
嘗
て
て
重
引
す

る
こ
と
は
可
能
性
が
乏
し
い
。

「
共
和
」
に
関
わ
る
周
本
紀
正
義

「
明
紀
年
及

魯
連
子
非
也
」
を
索
隠
「
若
汲
家
紀
年
則
云
共
伯
和
子
王
位
」
を
受
け
た
も
の

と
す
る
の
は
、
現
行
本
正
義
に
『
竹
書
紀
年
』

引
文
が
な
い
た
め
だ
が
、
こ
れ

は
現
行
本
に
問
題
が
あ
る
。
正
義
に
「
魯
連
子
云
、
街
州
共
城
師
脚
本
周
共
伯
之

園
也
」
と
あ
る
が
、
唐
代
の
地
名
を
含
む
傍
黙
部
が
『
魯
連
子
』
の
文
で
あ
る

は
ず
は
な
く
、
書
式
か
ら
や
は
り
『
括
地
志
』
の
文
と
な
ろ
う
。
現
行
本
正
義

に
は
大
幅
な
脱
筒
・
錯
簡
が
確
言
さ
れ
、
「
明
紀
年
及
魯
連
子
非
也
」
に
呼
廃

す
る
『
括
地
志
』
の
『
竹
書
紀
年
』
引
文
が
脱
落
し
た
可
能
性
が
極
め
て
大
き

ノ、

本
書
第
二
編
の
各
章
で
は
、
秦
木
紀
・
六
闘
世
家
の
「
編
集
意
幽
」
が
考
察

さ
れ
る
。
こ
の
作
業
に
は
、
論
賛
・
太
史
公
自
序
を
基
本
に
、
本
文
の
「
材
料

の
配
列

・
編
集
の
手
法
」

(二
六
一二
頁
〉

が
参
照
さ
れ
る
が
、
例
え
ば
宋
世
家

論
賛
が
公
羊
設
に
従
っ
て
宣
公
を
批
判
す
る
の
に
射
し
、
本
文
が
『
左
俸
』
の

君
子
説
を
引
用
し
て
宣
公
を
賞
賛
す
る
周
知
の
事
例
を
想
起
す
れ
ば
、
論
賛
・

本
文
に
提
示
さ
れ
る
「
編
集
意
幽
」
な
り

「
歴
史
思
想
」
(
一
一
六
一
二
頁
〉
な
り

を
一
致
す
る
は
ず
の
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
は
甚
だ
危
険
で
あ
る
。
『
漢
書
』

司
馬
遜
俸
は
、
『
史
記
』
が
十
篇
を
飲
く
と
詮
言
す
る
が
、
劉
知
抽
出
の
未
完
成

設
(
『
史
通
』
古
今
正
史
)
に
従
え
ば
、
百
三
十
篇
の
揃
っ
た
太
史
公
自
序
は
、

教
告
編
と
し
て
本
文
の
構
想
を
記
し
た
も
の
に
過
ぎ
ぬ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

太
史
公
自
序
段
階
で
の
構
想
と
、
出
来
上
が
っ
た
本
文
と
の
矛
盾
が
夜
生
す
る

場
合
も
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
『
史
記
』
論
賛
に
謝
す
る
劉
知
輪
出

の
「
必
理
有
非
要
、
則
強
生
其
文
」
〈
『
史
通
』
論
賛
)
な
る
評
債
は
太
史
公

自
序
に
も
安
山
富
す
る
。
と
り
わ
け
世
家
自
序
は
、
十
数
個
の
四
字
句
と
い
う
限

ら
れ
た
分
量
で
、
し
か
も
「
嘉
伯
之
議
、
作
奥
世
家
第
一

」
の
如
く
、
「
嘉
×

×
、
作
×
×
」
の
書
式
に
制
約
さ
れ
て
い
る
。
内
容
よ
り
形
式
を
優
先
す
る
も

の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
も
、

太
史
公
自
序
か
ら
本
文
の

「
編
集
意
闘
」
を
読
み

と
る
こ
と
の
困
難
を
示
す
。
果
た
し
て
太
史
公
自
序
に

「
嘉
厭
輔
耳
目
匡
周
天
子

之
賦
、
作
韓
世
家
第
十
五
」
「
嘉
威
宣
能
援
濁
世
而
濁
宗
周
、
作
田
敬
仲
完
世

家
第
十
六
」
と
あ
る
が
、
韓
厭
の
「
匡
天
子
之
賦
」
や
斉
威
王
・
宣
王
の
「
濁

宗
周
」
は
韓
世
家
・
回
世
家
に
見
え
な
い
。
太
史
公
自
序
が
提
示
す
る
「
編
集

意
図
」
が
出
来
上
が
っ
た
本
文
に
反
映
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
限

っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
『
史
記
』
の
編
纂
の
重
層
性
、
従
っ
て
『
史
記
』
内

部
に
内
包
さ
れ
る
矛
盾
を
看
過

・
軽
視
し
て
は
な
ら
な
い
。

本
書
序
一章
に
は
「
諸
園
の
歴
史
を
復
元
す
る
と
い
う
目
的
」
(
六
頁
〉
が
掲

げ
ら
れ
、
第
二
編
の
各
章
で
は
、
そ
れ
が
試
み
ら
れ
て
い
る
が
、
不
可
解
な
記

述
が
多
い
。

例
え
ば
、
第
二
章
で
は
越
に
つ
き
、
「
武
鐙
王
時
代
の
越

・
秦
関
係
は
、
比

較
的
に
良
好
で
」
「
こ
の
時
期
の
越
図
で
は
、
主
要
な
関
心
が
中
山
園
を
め
ぐ

る
北
方
に
集
中
し
て
お
り
、
秦
園
と
の
戟
争
は
み
ら
れ
な
い
」
(
二
九
七
頁
)

と
あ
る
。
秦
は
前
三
二
八
年
に
貌
の
黄
河
以
西
の
領
土
奪
取
を
完
了
し
、
越
世

家
粛
侯
二
十
二
年
(
前
三
二
八
)
「
趨
庇
奥
秦
載
、
敗
、
秦
殺
庇
河
西
、
取
我

蘭
・
離
石
L

と
あ
る
よ
う
に
、
北
上
し
て
越
と
開
戦
し
、

「
河
西
」
を
奪
取
す
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る
と
と
も
に
、
黄
河
東
岸
の
「
繭
・
離
石
」
を
攻
略
し
た
。
秦
本
紀
恵
文
王
後

元
五
年
(
前
三
二
O
〉
「
王
滋
至
北
河
」
・
六
園
年
表
「
王
北
遊
戎
地
、
至
河

上
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
貼
ま
で
に
秦
は
「
北
河
」
に
至
る
「
戎
地
」
、
す
な

わ
ち
秦
漢
の
「
河
南
」
、
越
か
ら
い
え
ば
「
河
西
」
(
「
西
河
」
)
を
回
牧
し
、
悪

文
玉
が
巡
狩
を
行
っ
て
支
配
を
確
認
し
て
い
る
。
越
と
の
針
立
は
な
お
繍
き
、

組
表
武
鑓
玉
九
年
〈
前
三
一
七
)
「
奥
韓
・
貌
撃
秦
」
・
十
年
(
前
一一一一

六〉

「
秦
取
我
中
都
・
西
陽
」
・
十
一
年
(
前
三
一
五
)
「
秦
敗
我
将
軍
英
」
・
十
三

年
〈
前
三
二
ニ
〉
「
秦
抜
我
筒
、
虜
持
組
荘
」
と
見
え
る
。
前
三
=
=
年
の
記

事
か
ら
さ
ら
に
、
前
三
二
八
年
に
秦
に
奪
わ
れ
た
繭
を
越
が
奪
回
し
て
い
た
こ

と
を
知
る
。
前
三

O
七
年
の
秦
昭
袈
王
即
位
の
頃
か
ら
、
遁
世
家
武
鐙
王
十
九

年
(
前
三

O
七〉

「
西
至
河
」
・

二
十
年
(
前
三

O
六
)
「
西
略
胡
地
、
至
検

中
、
林
胡
王
献
馬
」
・
二
十
六
年
(
前
三

O
O〉
「
西
至
雲
中

・
九
原
」
と
越

の
西
北
進
出
が
活
滋
に
な
る
。
越
は
秦
か
ら
「
西
河
」

(
「
河
西
」
「
河
南
」
〉

を
も

奪
回
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
『
水
経
』
河
水
注
に

「
秦
昭
王
三
年

(
前
三

O
四
)
、
置
上
郡
治
」
と
あ
る
腐
施
が
、
拍
四
世
家
惑
文
王
三
年
(
前
二

九
六
)
に
「
滅
中
山
、
選
其
王
於
膚
施
」
と
越
の
支
配
下
に
移
っ
て
い
る
こ
と

や
、
二
年
(
前
二
九
七
)
「
西
遇
楼
煩
王
於
西
河
而
致
其
兵
」
と
武
鐙
王
が

「
西
河
」
で
「
棲
煩
王
」
(
旬
奴
列
俸
「
棲
煩
白
羊
河
南
王
」
の
租
で
あ
ろ
う
)

と
舎
見
し
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
越

世
家
武
鑑
王
二
十
七
年
(
前
二
九
九
)

「
主
父
欲
令
子
主
治
圏
、
而
身
胡
服
将

士
大
夫
西
北
略
胡
地
、
而
欲
従
雲
中

・
九
原
直
南
襲
秦
、
:
:
:
」
も
、
そ
れ
自

慢
は
確
か
に
「
説
話
」
会
二
二
頁
)
仕
立
て
で
「
偵
察
」
(
二
九
七
頁
〉
を

記
す
だ
け
だ
が
、
武
鑓
王
期
の
西
北
方
に
お
け
る
む
し
ろ
織
烈
な
秦
・
越
抗
争

を
閲
接
的
な
が
ら
侮
え
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
武
鐙
王
の
個
人
的
資
質

に
負
う
と
こ
ろ
の
大
き
か
っ
た
越
の
西
北
方
進
出
は
、
前
二
九
五
年
の
武
鐙
王

試
殺
で
挫
折
し
、
「
河
西
」
(
「
河
南
」
「
西
河
」
)
は
速
や
か
に
秦
の
奪
回
す

る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
秦
本
紀
昭
袈
王
二
十
年
(
前
二
八
七
〉
「
王
之
漠
中
、

叉
之
上
郡

・
北
河
」
は
、
「
北
河
」
に
至
る

「
河
南
」
(
「
河
西
」
「
西
河
」
)

奪
回
が
こ
の
時
勲
ま
で
に
完
了
し
た
こ
と
を
示
す
。
武
鑑
王
時
期
の
西
北
方
に

お
け
る
越
の
針
秦
攻
勢
が
、
越
世
家
に
明
示
さ
れ
な
い
の
は
、
こ
れ
を
明
示
す

る
こ
と
が
、
武
鐙
玉
を
材
料
殺
し
、
秦
へ
の
優
勢
を
喪
失
し
た
悪
文
王
を
批
判
す

る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

第
四
章
で
は
貌
に
つ
き
、
「
文
侯
期
の
貌
は
、
洛
陽
以
西
の
一
園
に
す
ぎ
ず
」

(
三
六
六
頁
)
と
あ
る
が
、
『
史
記
』
が
文
侯
元
年
|
二
十
九
年
に
嘗
て
る
前

四
二
四
|
前
三
九
六
(
寅
際
の
貌
文
侯
二
十
二
|
五
十
)
年
に
つ
い
て
、
六
園

年
表
だ
け
見
て
も
、
貌
は
前
四
一
九
|
前
四

O
八
年
の
封
秦
戦
争
で
秦
を
洛
水

以
西
に
騒
逐
し
、
前
回

O
八
年
に
は
中
山
を
征
服
し
、
前
四

O
O年
に
は
三
晋

連
合
軍
が
楚
を
攻
め
て
乗
丘
に
至
っ
て
お
り
、
貌
が
秦
・
楚

・
斉
と
針
時
す
る

中
原
の
大
勢
力
に
成
長
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
『
竹
書
紀

年
』
に
は
、
三
耳
目
連
合
軍
が
前
回

O
五
l
前
四

O
四
年
に
周
王
朝
の
A
叩
を
奉
じ

て
斉
を
大
破
し
た
こ
と
が
見
え
、
『
呂
氏
春
秋
』
下
賢
は
こ
れ
を
正
し
く
文
侯

の
功
績
に
鋳
し
て
い
る
。
前
四

O
三
年
の
三
菅
諸
侯
公
認
が
封
湾
戦
勝
利
の
報

償
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
文
侯
期
の
貌
を
「
洛
陽
以
西
の

一
園
」

と
陵
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
逆
に
、
恵
王
に
つ
き
、

軸
舗
は
、
恵
成
王
の
改
元
前
後
に
秦

・
楚

・
韓
・
越

・
湾
な
ど
と
園
境
を
接

し
て
お
り
、
こ
れ
は
裂
が
最
大
領
域
と
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
(
三
六
八

頁
)

と
あ
る
が
、

『
史
記
』
が
恵
王
二
|
袈
王
元
年
に
嘗
て
る
前
三
六
九
|
前一一一一一一

四
(
貧
際
の
貌
恵
王
元
|
三
十
六
)
年
に
つ
き
、
や
は
り
六
園
年
表
だ
け
見
て

も
、
前
三
六
四
年
の
石
門
の
防
相
以
降
、
数
は
秦
へ
の
敗
戦
を
重
ね
、
前
三
五
四
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年
に
黄
河
西
岸
の
最
重
要
銭
黙
で
あ
っ
た
少
梁
を
失
陥
し
て
い
る
こ
と
に
も
明

ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
時
黙
で
秦
が
す
で
に
黄
河
以
西
の
奪
回
を
進
行
し
つ
つ

あ
る
。
「
最
大
領
域
」
に
は
首
た
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
前
一
一
一
一
一
一

一

前
三
二
八

(
恵
王
後
元
四

l
七
)
年
の
秦
の
大
攻
勢
で
、
軸
訓
は
黄
河
以
西
の
領
土
を
全
く

喪
失
す
る
。

武
侯

・
恵
王
期
は
衰
退
の
時
代
で
は
な
く
、
む
し
ろ
諸
園
と
同
じ
よ
う
に

領
土
園
家
に
抜
大
し
つ
つ
あ
る
時
期
で
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
。
(
三
六
八

頁
)

は
恵
王
期
の
許
僚
と
し
て
は
と
り
わ
け
安
嘗
を
飲
く
。
こ
こ
で
気
付
く
の
が

「
領
土
圏
家
に
機
大
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
一
程
、
「
領
土
園
家
」
は
、
春

私
以
前
の

「
邑
制
園
家
」
を
克
服
し
、
秦
漢
「
帯
園
」
の
原
型
と
な
る
、
戦
園

時
代
の
園
家
形
態
を
指
す
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
。
支
配
卒
面
の
量
的

な
大
小
の
み
な
ら
ず
、
む
し
ろ
統
治
機
構
の
官
僚
制
化
、
佐
倉
支
配
の
徽
密
化

と
い
っ
た
閣
制
の
質
的
な
充
貨
が
含
意
さ
れ
た
概
念
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

閣
制
史
上
、
本
書
で
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
「
戦
闘
中
期
」
の
創
期
性
は
ま
こ

と
に
同
感
だ
が
、
こ
こ
で
問
題
と
す
べ
き
は
、
「
領
土
園
家
」
の
園
制
整
備

と
、
「
扱
大
」
が
寅
質
的
に
同

一
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
領
土
図
家
」

以
前
の
春
秋
期
の
諸
侯
園
に
も
「
勢
力
闘
」
「
彊
域
」
の
抜
大

・
縮
小
は
あ

る
。
戦
園
期
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
園
制
の
成
熟
と
勢
力
闘
(
な
い
し

領
土
)
扱
大
と
は
必
ず
し
も
正
比
例
し
な
い
。
数
の
勢
力
闘
は
、
文
侯

・
武
侯

期
が
む
し
ろ
最
大
で
あ
り
、
恵
王
期
に
は
抜
大
は
す
で
に
頭
打
ち
の
朕
態
と
な

り
、
秦
の
侵
攻
で
縮
小
し
は
じ
め
る
。

む
し
ろ
こ
の
類
勢
に
封
府
出
し
て
、
園
制

の
整
備
が
急
速
に
進
行
し
た
も
の
と
考
え
る
。

本
書
に
は
な
お
論
評
す
べ
き
駄
が
多
い
と
考
え
る
が
、
こ
こ
で
ひ
と
ま
ず
捌

筆
す
る
。

書
評
子
の
誤
解
も
少
な
か
ら
ず
あ
ろ
う
。
大
方
の
批
正
を
乞
う
次
第

で
あ
る
。

な
お
、
本
稿
の
一
部
は
以
下
の
拙
稿
を
踏
ま
え
て
い
る
。
一
部
論
旨
の
資
料

的
根
綾
な
ど
は
こ
れ
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。

①

「
史
記
原
始
H
西
尉
期

・
東
遜
期
」、

『
古
史
春
秩
』
四
、
一
九
八
七

②

「
史
記
述
春
秋
経
停
小
考
」
、
『
史
林
』
七
一

l
六
、

一
九
八
八

③
「
史
記
原
始
戦
闘
期
!
」
、
『
立
命
館
文
皐
』
五
四
七
、
一
九
九
六

④

「
後
漢
書
西
発
俸
の
先
秦
史
認
識
」
、
「
東
方
象
品
目
創
立
五
十
周
年
記
念
東

方
皐
論
集
』
、
一
九
九
七

⑤

「
孟
子
小
考
|
戟
圏
中
期
の
園
家
と
祉
舎
|
」
、
『
立
命
館
文
皐
』
五
五

て
一
九
九
七

@
「
三
育
成
立
考
」、

『
春
秋
戟
園
交
代
期
の
政
治
社
舎
史
的
研
究
』
、
科
研

報
告
書
、
一
九
九
八

⑦

「
秦
越
始
祖
停
説
考
」
、

『
立
命
館
東
洋
史
筆
』
一
二
、
一
九
九
八

③

「
史
記
載
園
紀
年
考
」
、
『
立
命
館
文
皐
』
五
五
六
、

一
九
九
八

一
九
九
七
年
十
一
月
東
京
東
京
大
星
出
版
舎

A
五

剣

五

二
O
頁

一

五

O
O
O困
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